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最
近
、
郵
便
貯
金
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
多
く
の
論
議
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、

一
九
人
四
年
か
ら

の
利
子
・
配
当
総
合
課
税
化
に
伴
う
少
額
貯
蓄
非
課
税
制
度
の
取
扱
い
の
問
題
(
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
ン
・
カ

l
ド
制
の
導
入
〉
で
あ
り
、

ま
た
、
そ
の
背
景
と
も
な
っ
て
い
た
郵
便
貯
金
の
シ
ェ
ア
の
拡
大
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
郵
政
省
側
か
ら
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
な
ど
独
自
運
用
へ
の
動
き
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
ま
た
、
財
政
投
融
資
計
画
の
動
向
や
資
金
運
用
部
資
金
の
問
題
な
ど
も
関
連
し
て
お

り
、
金
利
一
元
化
、
国
債
引
受
け
な
ど
の
課
題
も
か
ら
ん
で
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
郵
便
貯
金
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
財
政
・
金
融
に
ま
た

が
る
広
い
範
囲
に
及
び
、
相
互
に
関
連
す
る
論
点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

郵
便
貯
金
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ま
た
、
民
間
金
融
機
関
(
と
く
に
銀
行
〉
と
郵
政
省
と
の
間
で
激
し
い
論
争
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
民
間

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

-
四
九



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一五
O

研
究
機
関
・
学
者
グ
ル
ー
プ
も
加
わ
り
、
さ
ら
に
は
政
府
・
政
党
な
ど
も
意
見
を
出
す
な
ど
、
き
わ
め
て
活
躍
な
様
相
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。本

稿
は
、
第
I
部
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
最
近
に
お
け
る
郵
便
貯
金
を
め
ぐ
る
論
議
の
う
ち
、
主
な
論
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
郵
便
貯

金
の
動
向
も
紹
介
し
、
第
E
部
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
の
動
向
と
問
題
点
と
を
、
郵
便
貯
金
資
金
と
の
間
遠
か
ら
と
り
上
げ
て
い
く
こ

と
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
郵
貯
を
め
ぐ
る
問
題
の
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
財
政
投
融
資
に
つ
い
て
も
全
般
的

な
検
討
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
。
資
金
運
用
部
に
お
け
る
郵
貯
資
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
若
干
の
見
地
を
提
供
す
る
こ
と
に
止
め
る
も

の
で
あ
る
。

な
お
、
本
稿
の
第
I
部
は
和
田
が
、
第
E
部
は
鵜
川
が
執
筆
し
た
。

第

I
部

郵
便
貯
金
の
現
状
と
問
題
点

一
、
郵
便
貯
金
を
め
ぐ
る
論
点

こ
こ
で
は
、
郵
便
貯
金
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
点
を
み
る
た
め
、
ま
ず
、

(
以
下
郵
貯
懇
と
い
う
)
の
『
札
島

「
金
融
の
分
野
に
お
け
る
官
業
の
あ
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
」

(
一
九
八
一
年
八
月
二

O
日
)
か
ら
と
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
『
報
告
』
で
は
、
お

よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
の
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ω
(金
利
一
元
化
に
つ
い
て
)

預
貯
金
金
利
全
体
が
二
元
的
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。



同
(
官
業
の
あ
り
方
)

民
業
を
補
完
す
る
と
い
う
基
本
的
立
場
に
立
ち
、
預
入
限
度
額
の
引
上
げ
、
新
規
業
務
の
拡
大
、
個
人
金
融

分
野
の
拡
大
な
ど
は
適
当
で
な
い
。

同
(
資
金
集
中
)

郵
貯
へ
の
資
金
集
中
は
好
ま
し
く
な
い
。
定
額
預
金
の
預
入
期
間
の
短
縮
、
摺
置
期
間
の
延
長
な
ど
の
見
直
し
が

必
要
。
民
開
業
務
分
野
へ
の
新
た
な
進
出
を
す
べ
き
で
な
い
。

川
(
財
政
投
融
資
)

財
授
機
関
の
整
理
合
理
化
、
資
金
運
用
部
に
よ
る
国
債
引
受
け
比
率
の
引
上
げ
な
ど
が
必
要
。

川
(
資
金
運
用
)

郵
貯
資
金
の
直
接
運
用
は
、
国
債
に
限
定
す
る
と
し
て
も
と
る
べ
き
で
な
い
。

以
上
の
点
は
、
大
蔵
省
・
民
間
金
融
機
関
と
郵
政
省
と
の
議
論
の
分
れ
る
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
中
立
的
」
な
懇
談
会
で
決
着
を
つ

け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
出
さ
れ
た
『
報
告
』
は
大
蔵
省
・
民
間
金
融
機
関
の
主
張
を
大
幅
に
と
り
入
れ
た
内
容
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
郵
政
省
側
が
、
き
わ
め
て
強
い
不
満
を
表
わ
し
た
ほ
か
、
自
民
党
郵
便
貯
金
基
本
問
題
小
委
員
会
で
も
反
発
を

示
し
た
。
郵
政
省
で
は
、
五
七
年
度
予
算
一
要
求
に
お
い
て
自
主
運
用
を
盛
り
込
ん
だ
う
え
、

「
今
後
の
郵
貯
事
業
に
変
化
は
な
い
」
考
え

方
も
再
確
認
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
か
ら
、
こ
の
問
題
を
大
蔵
・
郵
政
・
内
閣
官
房
の
三
大
臣
で
調
整
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
「
合

意
」
に
よ
っ
て
、

一
応
問
題
を
先
に
延
ば
す
形
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
よ
り
先
、

一
九
八
一
年
七
月
に
は
、
郵
政
審
議
会
に
よ
る
『
中
児
科
』
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
答
申
は
、

一
九
八
一
年
一
月

の
諮
問
に
同
年
七
月
に
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
知
れ
る
よ
う
に
、
多
分
に
郵
貯
懇
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の

答
申
で
は
、
郵
便
貯
金
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
、

「
個
人
金
融
分
野
の
中
心
的
存
在
」
と
規
定
し
て
、
次
の
点
を
提
一
一
一
目
し
て
い
る
。

川
個
人
金
融
の
中
心
と
し
て
の
機
能
の
充
実
。

凶
個
人
貯
蓄
預
金
と
し
て
営
利
性
預
金
と
区
別
す
る
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一五
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一五

同
金
利
の
あ
り
方
と
し
て
は
、
金
利
調
整
審
議
会
と
郵
政
審
議
会
と
の
二
つ
の
場
で
調
整
し
て
い
る
現
行
制
度
が
妥
当
で
あ
る
。

ω多
数
の
利
用
者
の
利
益
に
反
し
て
定
額
貯
金
の
商
品
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

同
個
人
貯
蓄
性
預
金
を
集
め
る
だ
け
で
な
く
、
同
氏
の
ニ

i
ズ
に
応
じ
て
資
金
運
用
面
に
つ
い
て
金
融
機
関
と
し
て
の
木
来
の
姿
に
漸

進
的
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
。

川
郵
便
貯
金
は
、
全
国
か
ら
広
く
集
め
ら
れ
た
個
人
貯
蓄
で
あ
る
か
ら
、
地
方
還
元
、
個
人
貸
付
け
等
預
金
者
に
直
接
、
間
接
に
還
元

す
る
方
向
で
運
用
を
検
討
す
ろ
。

以
上
の
考
え
方
は
、
当
然
な
が
ら
郵
政
省
サ
イ
ド
の
も
の
で
あ
り
、
さ
き
の
郵
貯
懇
と
は
相
対
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
対
立
す
る
論
議
の
出
さ
れ
る
、
そ
も
そ
も
の
契
機
は
、
民
間
金
融
機
関
サ
イ
ド
か
ら
の
問
題
提
起
で
あ
フ
た
。

民
間
金
融
機
関
の
考
え
方
を
集
約
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、

(

4

)

 

す
る
文
書
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
お
い
て
は
、

一
九
八

O
年
一

O
月
の
『
郵
便
貯
金
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
b

と
題

「
官
業
は
あ
く
ま
で
も
民
業
の
補
充
に
徹
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
」
と
の
立
場
か
ら
、

「
郵
便
貯
金
と
民
間
預
貯
金
と
の
間
に
あ
る
格
差
を
是
正
し
、
個
人
預
貯
金
中
の
郵
便
貯
金
の
シ
ェ
ア
を
引
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郵

便
貯
金
の
巨
大
化
が
国
民
経
済
に
及
ぼ
し
て
い
る
様
々
な
弊
害
を
除
去
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
し
て
い

る

川
(
商
品
面
の
問
題
点
)

定
額
貯
金
の
有
利
性
は
、
結
局
、
そ
の
ツ
ケ
を
凶
民
の
負
担
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。

ω
(税
制
上
の
問
題
点
)

郵
便
貯
金
は
限
度
三

O
O万
円
の
範
囲
で
何
ら
の
手
続
き
な
し
に
非
課
税
と
な
っ
て
お
り
、
郵
貯
を
利
用

し
た
脱
税
行
為
が
発
生
す
る
な
ど
民
間
と
の
公
平
を
欠
い
て
い
る
。

同
(
業
務
活
動
面
の
問
題
点
)

郵
便
貯
金
は
受
け
身
の
姿
に
徹
す
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
務
員
制
度
な
ど
に
よ
る
勧
誘



が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
。

ω
(コ
ス
ト
面
の
問
題
)

郵
便
貯
金
は
郵
政
事
業
と
一
体
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、

コ
ス
ト
面
で
不
明
確
で
あ
り
、
郵
貯
特
別

会
計
で
赤
字
が
計
上
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
預
金
金
利
を
高
く
設
定
し
て
い
る
。

同
(
郵
便
貯
金
の
巨
大
化
〉

郵
便
貯
金
の
シ
ェ
ア
が
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
間
の
活
力
を
阻
害
し
、
ム
自
由
主
義
体
制
の
杏
定

に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
金
融
政
策
、
金
利
政
策
の
弾
力
性
も
失
わ
れ
る
な
ど
、
国
民
経
済
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
。

以
上
の
指
摘
か
ら
、
貯
蓄
の
業
務
拡
大
や
個
人
融
資
へ
の
進
出
に
反
対
す
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
民
間
金
融
機
関
側
で
は
、
こ

う
し
た
見
地
に
た
っ
て
、
問
題
点
ご
と
に
さ
ら
に
具
体
的
な
検
討
を
マ
ス
コ
ミ
・
専
門
誌
等
で
発
表
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
部

政
側
も
反
論
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
郵
貯
戦
争
の
様
相
を
呈
し
た
の
で
あ
っ
た
。

郵
便
貯
金
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
郵
政
省
側
の
立
場
か
ら
、
郵
便
貯
金
に
関
す
ろ
調
査
研
究
会
が
主
と
し
て
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
ブ
ァ
イ

(

5

)

(

6

)

 

ナ
ン
ス
の
提
案
を
出
し
て
い
る
ほ
か
、
労
組
サ
イ
ド
か
ら
の
提
言
も
な
さ
れ
て
き
た
。

グ
郵
貯
戦
争
H

の
高
ま
り
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
い

(
7〉

く
つ
か
の
民
間
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
提
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
主
な
も
の
で
は
、
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
公
的
金
融
と
民
間
金

(
8
U

ハ
9
U

ハ

mu

ハ
U
U

融
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
、
金
融
シ
ス
テ
ム
研
究
会
、
現
代
総
合
研
究
集
団
、
白
木
経
済
調
査
協
議
会
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
提

一
一
一
口
市
一
寸
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
各
節
で
問
題
ご
と
に
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(

1

)

金
融
の
分
野
に
お
け
る
官
業
の
在
り
方
に
関
す
る
懇
談
会
(
い
わ
ゆ
る
「
郵
貯
懇
U

は
、
昭
和
五
五
年
末
、
都
政
省
に
よ
る
個
人
年
金
新
設

の
要
求
を
契
機
と
し
、
郵
貯
を
め
ぐ
る
諮
問
題
に
関
し
て
、
「
内
閣
に
中
立
的
な
検
討
の
場
を
設
け
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
を

早
急
に
検
討
す
る
」
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
内
閣
の
諮
問
機
関
で
あ
る
。
委
員
は
、
有
沢
広
己
、
円
城
寺
次
郎
、
大
来
佐
武
郎
、
土
屋
清
、

吉
国
一
郎
の
五
氏
で
あ
る
@

ハ
2
)

一
ニ
大
臣
に
よ
る
「
合
意
」
は
、
①
預
貯
金
金
利
の
あ
り
方
に
つ
い
て
「
民
間
金
融
機
関
の
預
金
金
利
が
決
定
、
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
郵
便

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
五
三



郵
便
貯
金
と
資
金
運
川
部

一
五
四

貯
金
金
利
に
つ
い
て
郵
政
、
大
蔵
両
省
は
十
分
な
意
志
疎
通
を
図
り
、
整
合
性
を
重
ん
じ
て
機
動
的
に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
」
①
郵
貯
資
金
の
自

主
運
用
問
題
に
つ
い
て
「
当
分
の
問
棚
上
げ
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

Q

(

3

)

郵
政
審
議
会
『
郵
便
貯
金
の
今
後
果
す
べ
き
役
割
に
関
す
る
中
問
答
申
』
(
昭
和
五
六
年
七
月
一
七
日
)
、
こ
の
審
議
会
は
、
郵
政
大
臣
の
諮
問

機
関
で
あ
り
、
会
長
は
土
光
敏
夫
氏
、
委
員
二

Q
名
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る

Q

ハ
4
)

『
郵
便
貯
金
に
時
間
す
る
基
本
的
考
え
方
1
1
1
今
こ
そ
郵
便
貯
金
制
度
の
基
本
的
見
直
し
を
|
|
!
』
(
昭
和
五
五
年
一

G
月
)
は
、
次
の
団
体
に

よ
っ
て
発
表
さ
れ
て
い
る

Q

全
国
銀
行
協
会
連
合
会
、
全
国
地
方
銀
行
協
会
、
信
託
協
会
、
全
国
相
互
銀
行
協
会
、
全
国
信
用
金
庫
協
会
、
全
国
信

用
組
合
中
央
協
会
、
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
、
農
林
中
央
金
庫
。

(
5
〉
郵
便
貯
金
に
関
す
る
調
査
研
究
会
は
、
一
九
七
六
年
に
設
立
さ
れ
、
座
長
大
石
泰
彦
他
七
名
。
『
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
対

応
し
た
金
融
シ
ス
テ
ム
と
郵
便
貯
金
の
機
能
』
(
昭
和
五
五
年
九
月
)
、
『
公
的
部
門
の
金
融
活
動
の
あ
り
方
と
郵
便
貯
金
の
役
割
』
(
昭
和
五
六
年
八

月
)

(

6

)

平
和
経
済
計
画
会
議
・
全
逓
信
労
働
組
合
『
郵
便
貯
金
事
業
の
問
題
点
と
展
望
品
』

(
7
〉
蝋
山
昌
一
、
森
口
親
司
、
貝
塚
啓
明
ら
九
氏
。

(
8
〉
座
長
舘
龍
一
郎
、
貝
塚
啓
明
、
飯
田
経
夫
、
石
弘
光
ら
十
三
名
。

(
9
〉
座
長
貝
塚
啓
明
。

(
叩
〉
主
査
正
村
公
宏
。

(
日
〉
委
員
長
森
永
貞
一
郎

Q

ハ
昭
和
五
五
年
一
月
〉
座
長
武
田
隆
夫

Q

ニ
、
郵
便
貯
金
の
現
状

最
近
、
郵
便
貯
金
に
つ
い
て
最
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
シ
ェ
ア
の
増
大
で
あ
る
。
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
郵
貯
の

批
判
も
、
こ
の
現
状
か
ら
い
わ
れ
は
じ
め
た
と
い
え
る
。

ま

一
九
六
五
(
昭
和
四

O
)
年
以
降
の
金
融
機
関
別
個
人
預
金
の
シ
ェ
ア
を
み
る
と
、
第
一
図
の
よ
う
に
、
郵
貯
が
一
六
%
か
ら



個人預金の金融機関別シェア第 1図て
い
る
。 54年度末

~T 郵

27.8% 
¥ 

¥ 、、
¥ 、

銀

(資料出所〉全国地方銀行協会

二
八
%
へ
と
増
大
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
都
銀
が
二
二

Mm
か
ら
一
七
%

へ
と
低
下
し
て
お
り
、
地
銀
、
相

銀
、
信
金
、
農
漁
協
な
ど
い
ず
れ
も

低
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
預
金
伸
び

率
を
一
九
六

0
年
代
と
七

0
年
代
に

つ
い
て
比
較
す
る
と
第
一
表
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
も
郵

貯
の
伸
、
び
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、
都
銀
、
地
銀
、
相
銀
、
信

金
な
ど
の
伸
び
が
い
ず
れ
も
低
下
し

最
近
年
次
に
お
い
て
は
、
と
く
に
一
九
八

O
(昭
和
五
五
)
年
に
お
け
る
増
加
が
、
第
二
図
に
み
る
よ
う
に
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
お

45年度末40年度末

者日

21.5% 

八
一
年
度
に
も
引
続

り
、
第
E
四
半
期
に
は
九
一
%
の
伸
び
率
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
伸
び
も
八

0
年
度
第
明
日
四
半
期
に
は
ダ
ウ
ン
し
、

き
低
下
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
八

0
年
度
の
急
伸
ぶ
り
は
一
時
的
な
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
シ
ェ
ア
拡
大
と
い
う
長
期
傾

向
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

八
0
年
度
に
お
け
る
急
増
の
理
由
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
が
金
利
下
向
局
面
で
あ
っ
た
た
め
、
相
対
的
に
郵
貯
(
定
額
貯
金
)

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

の
利
回

一
五
五
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郵貯

日

農協

金融機関別預貯金・信託残高の伸び第 1表

間期

6.9 

8.2 

35年 3 月末~45年 3 月末

45年 3 月末~55年 3 月末

一
五
六

り
が
有
利
と
な
り
、
ま
た
個
人
の
金
利
選
好
が
高
ま
っ
た
こ
と
を
あ
げ
う
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
の

時
期
に
グ
リ
ー
ン
・
カ
l
ド
の
問
題
ゃ
、
郵
貯
批
判
が
報
道
さ
れ
、
郵
貯
の
有
利
性
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
も

理
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ご
、
こ
の
郵
貯
シ
フ
ト
に
落
ち
着
き
が
み
ら
れ
た
こ
と
、
金
利
上
昇
局
面
に

入
っ
て
郵
貯
金
利
の
相
対
的
有
利
性
が
薄
れ
た
こ
と
、
民
間
金
融
機
関
に
新
種
商
品
(
期
目
指
定
定
期
預

金
)
が
出
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
伸
。
ひ
率
に
低
下
が
生
じ
た
も
の
と
い
え
る
。

民
間
金
融
機
関
と
く
に
銀
行
の
シ
ェ
ア
低
下
は
、
か
な
り
長
期
的
な
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
の
理
由
を
郵
貯

の
拡
大
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
人
金
融
資
産
の
増
加
構
成
比
(
寄
与
率
)
を
一
九
七

0
年
代

の
前
半
と
後
半
と
で
比
較
し
て
み
る
と
第
二
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
郵
貯
の
増
加
寄

与
率
も
一
五
%
か

h

三
二
Mm
と
な
っ
て
い
る
が
、
有
価
証
券
も
九
・
七
Mm
か
ら
一
三
・
三
%
と
高
ま
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
銀
行
の
地
盤
低
下
は
、
郵
貯
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
証
券
部
門
に
対
し
て
も
み
ら
れ
る
わ

け
で
あ
る
。

こ
の
点
は
さ
ら
に
、
資
金
運
用
の
面
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
第
三
表
に
み
る
よ
う
に
、
資

金
供
給
に
お
け
る
銀
行
の
シ
ェ
ア
が
低
下
し
、
公
的
金
融
、
証
券
市
場
の
ウ
エ
イ
ト
が
高
ま
っ
て
い
る
。

(資料出所〉

般
事
業
法
人
の
自
己
資
金
充
実
も
加
わ
り
、
企
業
の
銀
行
依
存
が
低
下
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
銀
行
と
証

券
と
の
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
金
融
問
題
は
、
銀
行
と
郵
貯
と
の
間
だ
け
で
な
く
、
銀
行
と
証
券
と
の
聞
に
も
発
生
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
銀
行
と
郵
貯
と
の
聞
に
は
、

か
郵
貯
戦
争
d

が
み
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
証
券



郵便貯金〈純増加額〕の四半期別増加(滅)率
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II 10.8 23.1 ム11.3 ム 4.2 91.2 

III 1.0 11.0 10 .1 ム1.0 65.4 

W 8.0 ム 0.9 ど'"6.5 ム36.1 ム24.4

第2図

郵
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用
部

一
五
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個人部門の金融資産増加の構成第 2表

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

(単位:銘〉

50-53年度45-49年度態形産資

4.0 6.7 金現

41. 6 49.4 金預行ま畏

21. 1 15.0 金貯イ更童日

6.8 6.2 託

13.2 12.9 険保

13.3 

100.0 

9.7 

山
山算い

川
ノよ

p
u
d
 

定勘環循金

1
1
1
1
一
資m

n
u
 

，A
7
q
h
 

何民
£
草木口

u

100.。
券

メ』
口 計

証価

(資料出所〕

有

資金供給の構成比第 3表

(単位:%) 

54 53 52 51 50 昭和45年度

48.3 52.9 49.0 54.6 58.4 55.9 等行銀

24.1 27.2 29.4 24.7 21. 9 17.2 融金的公

11. 4 8.6 10.6 11.1 11.1 14.1 信託・保険等

10.5 8.3 9.4 7.9 7.7 8.2 場市券証

4.7 3.0 1.6 1.7 0.9 4.6 場市資外

一
五
八

100.0 

(備考〕 郵便貯金に関する調査研究会『公的部門の金融活動のあり方と郵便貯金の役割』

より。

100.0 100.。100.0 100.。100.0 計



と
の
聞
に
は
、
国
債
の
窓
口
販
売
を
含
む
銀
行
法
改
正
に
お
け
る
か
垣
根
論
争
“
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
郵
貯
を
め
ぐ
る
論
議
は
、
わ
が
国
の
金
融
を
め
ぐ
る
全
般
的
な
問
題
に
及
ぶ
と
と
も
に
、
ま
た
、
郵
貯
論
議
か
ら
出
て

く
る
問
題
が
、
金
融
全
般
に
関
り
を
も
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
銀
行
を
中
心
に
形
成
さ
れ
て
い
る
金
融
行
政
・
金
融
政
策
が
、
大
き
く
変

化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
る
。

ニ
、
郵
貯
問
題
の
論
点

以
上
の
よ
う
な
部
贈
の
現
状
と
そ
の
認
識
に
立
っ
て
、
現
在
論
議
さ
れ
て
い
る
問
題
点
の
う
ち
、
①
官
業
・
民
業
論
、
①
金
利
一
元
化

論
、
①
個
人
融
資
問
題
、
④
自
主
運
用
問
題
の
四
点
に
つ
い
て
、
以
下
の
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
さ
き
に
あ
げ

た
各
種
委
員
会
・
研
究
会
等
の
見
解
を
紹
介
し
つ
つ
、
若
干
の
私
見
を
の
ベ
る
形
と
し
た
い
。

(1) 

官
業
・
民
業
論

こ
の
間
聞
に
つ
い
て
の
、
全
銀
協
等
(
全
銀
協
等
民
間
金
融
機
関
一
の
団
体
)
の
意
見
は
、

「
官
業
は
民
業
の
補
完
に
徹
す
る
こ
と
が

国
の
事
業
と
し
て
正
し
い
あ
り
方
」
で
あ
る
と
し
、

(

1

)

 

ぅ
。
つ
ま
り
、
郵
貯
に
は
、
国
の
信
用
力
、
租
税
の
免
除
、
会
計
上
の
措
置
な
ど
の
特
典
が
あ
り
、
競
争
に
お
い
て
有
利
性
を
与
え
ら
れ

「ル

l
ル
の
異
な
る
官
業
と
民
業
の
間
に
公
正
な
競
争
は
存
在
し
え
な
い
」
と
も
い

て
い
る
と
す
る
。

「
補
完
」
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
民
業
と
官
業
と
で
は
分
野
が
異
な
る
と
い
う
立
場
を
と
る
の
が
郵
政
省
側
の

(
2〉

考
え
方
で
あ
り
、
郵
政
審
答
田
ー
で
は
、
郵
貯
が
個
人
金
融
分
野
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
る
と
し
て
、
決
し
て
民
間
の
補
完
で
は
あ
り
え
な

」
の
点
に
関
し
て
は
、

い
と
い
う
。郵

便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
五
九



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

}
六
O

こ
れ
に
対
し
て
、
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
公
的
金
融
と
民
間
金
融
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
、
金
融
シ
ス
テ
ム
研
究
会
で
は
、
い

ず
れ
も
「
補
完
」
の
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
官
業
は
民
業
が
有
効
に
参
入
・
機
能
し
え
な
い
分
野
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
公
的
金
融

分
野
は
抑
制
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
お
現
代
総
合
研
究
主
は
、
や
や
異
な
っ
て
「
公
正
競
争
」
の
立
場
を
と
り
、
経
営
・
制
度
面

で
の
イ
コ
ー
ル
・
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
主
張
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
官
業
と
民
業
と
が
併
立
し
て
い
る
の
は
、
金
融
部
門
だ
け
で
は
な
い
。
現
代
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
産
業
部
門
・
経
済

分
野
に
お
い
て
、
両
者
が
併
存
・
競
合
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

か
官
業
4

(
公
共
部
門
)

の
か
民
世
一
f
(民
間
部
門
)

に
対
す
る
関
係
は
決
し
て
同
じ
も
の
で
は
な
い
。

公
共
部
門
が
き
わ
め
て
高
い
比
重
を
し
め
て
い
る
ケ
l
ス

(
鉄
道
・
た
ば
こ
な
ど
)
、

公
共
部
門
と
民
間
部
門
が
競
争
し
て
い
る
ケ
l
ス
(
地
方
公
営
交
通
、
観
光
事
業
な
ど
)
、
公
共
部
門
が
補
完
的
な
地
位
に
あ
る
ケ
1
ス

(
金
融
、
保
険
な
ど
)
な
ど
に
分
れ
て
い
る
。

郵
貯
の
現
状
は
、
量
的
に
み
る
か
ぎ
り
、
な
お
P

補
完
u

的
地
位
に
あ
る
と
い
え
る
。
た
し
か
に
預
金
の
シ
ェ
ア
で
は
か
な
り
高
く
な

つ
て
は
い
る
が
、
金
融
業
と
し
て
は
、
貸
付
業
務
も
あ
っ
て
は
じ
め
て
完
結
す
る
わ
け
で
あ
り
、
郵
貯
は
ま
だ
片
面
に
止
ま
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
貸
付
業
務
に
ま
で
進
出
す
れ
ば
、
も
は
や

ρ
補
完
u

で
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
か
補
完
。
を
主

張
す
る
立
場
か
ら
は
、
な
ぜ
余
融
の
分
野
に
お
い
て
、
公
・
私
ハ
官

-
R
)
が
競
争
し
て
は
い
け
な
い
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

全
銀
協
等
の
主
張
に
よ
る
と
「
資
金
配
分
・
金
融
財
政
政
策
に
多
大
な
弊
害
を
も
た
ら
す
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
具
体
的
で
は

ー
去
、
。
羊
お
』
)
、

ー

し

:
7

「
自
由
主
義
体
制
そ
の
も
の
の
崩
壊
」
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
も
、
あ
ま
り
に
も
過
剰
な
表
現
と
い
う
ぽ
か
な
い
。
要
す

る
い
い
、
銀
行
を
中
心
と
し
て
現
在
の
金
融
行
政
と
保
護
政
策
の
維
持
を
主
張
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(2) 

金
利
の
一
元
化
論



郵
貯
懇
で
は
、
預
金
金
利
の
機
動
的
・
弾
力
的
変
更
の
た
め
に
、
現
行
の
二
克
的
方
式
か
ら
、

一
元
的
決
定
を
確
保
す
る
制
度
を
確
立

す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

現
在
、
預
貯
金
金
利
の
決
定
は
、
一
一
つ
の
場
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
民
間
金
融
機
関
の
預
貯
金
金
利
で
あ
り
、
大
蔵
大

臣
の
金
利
改
訂
の
発
議
に
よ
り
、
日
本
銀
行
政
策
委
員
会
が
金
利
調
整
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
金
利
の
最
高
限
度
額
を
決
定
し
、
大
蔵

省
に
よ
り
告
示
さ
れ
る
と
共
に
、
日
本
銀
行
か
ら
各
金
融
機
関
に
対
し
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
通
知
が
な
さ
れ
る
。
金
利
調
整
審
議
会
の
構

成
は
、
官
界
、
金
融
界
、
康
業
界
の
各
代
表
と
学
識
経
験
者
か
ら
成
っ
て
い
る
。
い
ま
一
つ
、
郵
便
貯
金
の
金
利
は
、
郵
政
大
臣
が
郵
政

審
議
会
の
答
申
を
受
け
、
閣
議
決
定
の
う
え
政
令
公
布
に
よ
り
実
施
さ
れ
る

Q

し
た
が
っ
て
、
民
間
金
融
機
関
の
金
利
決
定
と
郵
貯
の
金
利
決
定
と
が
、
時
期
的
な
ズ
レ
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
郵
貯
シ

フ
ト
を
も
た
ら
す
原
因
に
な
る
と
さ
れ
、
ま
た
、

「
金
融
政
策
の
弾
力
性
・
機
動
性
を
そ
こ
な
う
も
の
」
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
郵
政
省
・
郵
政
審
議
会
の
側
で
は
、
民
間
金
利
が
主
と
し
て
金
融
界
・
産
業
界
の
立
場
か
ら
決
定
さ
れ
、
個
人
貯
蓄

を
軽
視
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
考
え
方
は
、
銀
行
と
民
間
に
競
争
原
理
を
導
入
し
て
市
場
機
構
の
作
用
に
よ
っ
て
二
万
化
を
は
か
る

べ
き
で
あ
る
と
い
い
、
公
的
金
融
と
民
間
金
融
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
は
現
行
の
金
利
決
定
方
式
に
反
対
し
、
郵
貯
金
利
が
市
場
金

利
に
追
随
し
て
決
定
す
る
シ
ス
テ
ム
の
確
立
が
必
要
で
あ
る
と
い
い
、
金
融
シ
ス
テ
ム
研
究
会
も
、
金
利
二
克
化
を
支
持
し
、
将
来
市
場

に
お
け
る
金
利
決
定
に
郵
貯
も
追
随
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
現
代
総
合
研
究
集
団
の
見
解
で
は
、
金
利
の
自
由
化
を
前
提
と
し
て
、
部

貯
金
利
も
市
場
実
勢
に
連
動
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
。

つ
ま
り
、
学
者
グ
ル
ー
プ
の
意
見
は
、

ご
一
冗
的
。
な
方
向
を
支
援
し
な

が
ら
も
、
必
ず
し
も
現
行
の
民
間
金
利
決
定
に
賛
成
で
は
な
く
、

か
自
由
化
u

を
志
向
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
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こ
う
し
た
学
者
グ
ル
ー
プ
の
報
告
等
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
の
民
間
金
利
決
定
は
、
き
わ
め
て
固
定
的
か
つ
保
護
政
策

的
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
方
で
人
為
的
な
国
債
発
行
金
利
を
基
軸
に
し
な
が
ら
、
各
行
一
括
の

ρ

護
送
船
団
方
式
。
と
な
っ
て
お
り
、
大
蔵

省
の
金
利
政
策
と
民
間
金
融
機
関
の
利
益
が
優
先
す
る
も
の
で
あ
る
。
金
利
自
由
化
が
主
張
さ
れ
る
ゆ
え
ん
の
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
状
に

お
け
る

P

金
利
一
元
化
a

が
、
預
金
者
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
な
い
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。

(3) 

個
人
融
資
問
題

民
間
金
融
機
関
が
産
業
金
融
を
主
体
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
個
人
金
融
分
野
の
担
い
手
と
し
て
郵
貯
を
と
ら
え
て
い
こ
う
と
い
う

の
が
郵
政
省
側
の
考
え
方
で
あ
る
。
す
で
に
、
郵
便
貯
金
に
関
す
る
-
調
査
研
究
含
で
は
、

一
九
七
八
年
九
月
に
『
。
ハ

l
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ

ナ
ン
ス
の
充
実
発
展
と
郵
便
貯
余
』
を
、

一
九
八

O
年
九
月
に
『
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
対
応
し
た
令
融
シ
ス
テ
ム
と

郵
便
貯
金
の
機
能
』
と
二
つ
の
レ
ポ
ー
ト
を
出
し
て
、
次
の
よ
う
な
構
想
を
示
し
て
い
る
。

「
個
人
(
家
計
〉
部
門
に
お
い
て
は
、
資
金
保
有
形
態
の
多
様
化
、
積
極
的
な
借
入
れ
等
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
(
伺
入
の

貯
蓄
、
借
入
れ
、
送
金
決
済
活
動
)
に
対
す
る
ニ

l
ス
が
高
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
非
営
利
的
で
専
門
の
主
体
を
確
立
す
べ

き
で
あ
る
。
そ
の
主
体
と
し
て
郵
貯
が
最
適
で
あ
る
」

こ
う
し
た
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
、
郵
政
省
で
も
「
個
人
貯
蓄
性
預
金
を
吸
収
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
犬
衆
の
ニ

i
ズ
に
応
え
、
資
金

の
性
格
に
応
じ
て
、
慎
重
に
検
討
し
た
上
、
逐
次
資
金
を
地
元
や
個
人
に
還
元
す
る
よ
う
運
用
貸
付
面
に
も
そ
の
サ
ー
ビ
ス
を
拡
充
し
て

行
く
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
時
期
が
到
来
し
て
い
る
」
旨
の
意
見
を
の
べ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
個
人
融
資
の
拡
大
、
給
与
振
込
み
等
の
導
入
、
住
宅
融
資
の
新
設
な
ど
が
郵
政
当
局
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
金
融
機
関
で
は
、
き
わ
め
て
強
い
反
対
の
意
志
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
全
銀
協
等
で
は
、

「
組
織
の
肥
大
化
、



人
員
の
増
大
、
こ
れ
に
伴
う
経
費
の
膨
張
を
も
た
ら
し
行
政
改
革
に
逆
行
す
る
ば
か
り
か
、
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
今
後
の
個
人
融
資
の

発
展
を
阻
害
す
る
」
も
の
と
し
て
い
る
。

学
者
グ
ル
ー
プ
等
の
見
解
で
は
、
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
個
人
金
融
に
反
対
、
公
的
金
融
と
民
間
金
融
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会

が
個
人
金
融
専
門
機
関
の
必
要
性
に
瞬
間
を
示
し
て
い
る
。
理
代
総
研
は
、
慎
重
な
対
応
が
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
長
期
的
に
は
パ

l
ソ

ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
を
認
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
弾
力
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

郵
貯
の
何
人
融
資
で
あ
る
預
金
者
貸
付
制
度
(
ゅ
う
ゅ
う
ロ

l
ン
)
は
、
昭
和
四
八
年
一
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る
。
こ
の
制
度

は
、
積
立
郵
便
貯
金
、
定
額
郵
便
貯
金
、
定
期
郵
便
貯
金
の
預
金
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
貯
金
を
担
保
と
し
て
貸
付
け
を
行
う
も
の
で
、

貸
付
金
額
は
貯
金
の
現
在
高
の
九

O
劣
の
範
凶
で
、

一
人
に
つ
き
七

O
万
円
ま
で
、
貸
付
期
間
は
六
カ
月
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
七
九
年

度
に
お
け
る
貸
付
は
四
四
七
万
件
、
四
九
一
二
億
円
で
あ
り
、

一
件
平
均
一
一
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
七
九
年
度
の
郵
貯
残
高
約
五
二
兆

円
か
ら
み
る
と
、
貸
付
額
は
き
わ
め
て
小
さ
い
し
、

一
件
当
り
も
少
額
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
こ
の
制
度
は
積
極
的
な
作
用

を
も
た
ず
、
預
金
に
付
随
し
た
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
程
度
で
あ
る
。

乙
の
ほ
か
、
住
宅
積
立
貯
金
制
度
(
一
九
七
二
年
)
、
財
形
貯
蓄
制
度
(
一
九
七
六
年
)
、
進
学
積
立
郵
便
貯
金
制
度
(
一
九
七
八
年
)

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
住
宅
購
入
・
準
学
等
の
た
め
の
積
立
て
に
よ
り
融
資
を
う
け
、
り
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
融
資
よ
り
も
積

立
て
を
目
的
と
す
る
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

金
融
業
務
は
、
預
金
(
受
信
〉
と
同
時
に
貸
付
け
(
与
信
)
も
行
わ
れ
る
と
い
う
の
が
通
常
で
あ
り
、
郵
貯
の
場
合
に
も
、
貸
付
け
業

務
を
行
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
諸
外
国
の
郵
貯
(
貯
蓄
銀
行
)
に
お
い
て
も
、
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
わ
が
国
の
場
合
、
貸
付
け
限
度
額
を
も
っ
と
引
上
げ
て
、
業
務
の
拡
大
を
は
か
る
こ
と
は
、
預
金
者
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
必
要
な
こ
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と
と
い
え
る
。
ま
た
、
消
費
者
ロ
!
ン
な
ど
の
業
務
に
、
新
た
に
進
出
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、
不
動
産
を
担
保
と
す

る
住
宅
ロ

i
ン
に
つ
い
て
は
、
住
宅
令
融
公
庫
の
闘
係
、
住
宅
政
策
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
い
っ
て
、
な
お
当
分
は
慎
重
に
扱
わ
れ
る
べ
き

問
題
で
あ
る
。

(4) 

自
主
運
用

郵
便
貯
金
は
、
日
常
の
払
戻
資
金
と
預
金
者
貸
付
資
金
を
除
い
て
、
大
蔵
省
資
金
運
用
部
に
預
託
さ
れ
て
財
政
投
融
資
計
画
と
し
て
運

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
h
J
V
。
し
か
し
、
最
近
に
お
け
る
財
政
投
融
資
の
資
金
未
消
化
の
増
大
、
運
用
先
の
放
慢
性
な
ど
か
ら
い
つ

て
、
必
ず
し
も
適
切
な
運
用
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
理
用
金
利
が
低
い
た
め
預
金
者
の
利
益
に
立
っ
た
も
の
と
い
え
な
い
こ
と
、

な
と
の
点
か
ら
、
郵
政
省
側
で
は
自
主
連
出
へ
の
要
求
を
出
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

郵
政
省
の
考
え
て
い
る
円
主
運
用
・
直
接
運
用
の
対
象
と
し
て
は
、
①
国
債
等
各
種
債
券
へ
の
運
用
、
②
地
方
へ
の
還
元
融
資
、
@
個

人
貸
付
け
、
①
財
政
投
融
資
へ
の
資
金
供
給
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
考
え
方
に
対
し
て
、
全
銀
協
等
で
は
反
対
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
む
し
ろ
、
郵
貯
へ
の
資
金
集
中
を
是
正
す
る
べ
き
で
あ
り
、

自
主
運
用
は
行
政
改
革
に
逆
行
し
、
財
政
・
金
融
政
策
の
二
一
冗
化
を
ま
ね
く
な
ど
間
垣
が
多
い
し
、
国
債
の
引
受
け
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
な

い
と
し
て
い
る
。

ま
た
郵
貯
懇
も
同
じ
立
場
か
ら
、
資
金
運
用
部
に
よ
る
統
合
運
用
を
支
持
し
、
郵
貯
の
直
接
運
用
が
財
政
制
度
の
基
本
に
影
響
を
与
え

好
ま
し
く
な
い
と
し
、
国
債
に
限
定
し
た
も
の
と
し
て
も
認
め
ら
れ
な
い
と
の
べ
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
政
策
構
想
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
は
公
共
債
運
用
専
門
機
関
と
し
て
郵
貯
を
位
置
づ
け
て
自
主
運
用
の
道
を
ひ
ら
く
べ
き

だ
と
し
、
現
代
総
研
も
郵
貯
が
運
用
の
責
任
を
自
ら
引
受
け
て
、
運
用
部
へ
の
預
託
制
度
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
い
、
国
債
等
債
券



に
よ
る
運
用
を
推
し
て
い
る
。
学
者
等
民
間
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
財
政
投
融
資
へ
の
批
判
が
強
く
、
郵
貯
の
自
主
運
用
へ
の
支
持
の
多

い
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

(
7
)
 

現
行
の
財
政
投
融
資
に
は
多
く
の
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
が
、
資
金
面
で
い
う
と
資
金
運
用
部
の
管
理
能
力
が
見
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
現
在
の
運
用
部
ば
、
預
託
さ
れ
た
資
金
を
安
定
的
に
維
持
す
る
と
い
う
機
能
に
限
ら
れ
て
い
て
、
多
角
的
で
複
雑
な
公
共
部

門
の
管
理
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
、
郵
貯
の
自
主
運
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
少
く
と
も
、
自

主
運
用
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
国
債
引
受
け
と
地
方
債
へ
の
運
用
に
限
っ
て
い
え
ば
、
望
ま
し
い
方
向
と
し
て
拡
大
さ
れ
る
こ
と
が
期
待

で
き
る
。
郵
貯
な
ど
公
的
資
金
に
よ
る
国
債
引
受
け
の
増
大
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

今
後
の
国
債
政
策
・
国
債
管
理
に
と
っ
て
、
積

極
的
に
導
入
さ
れ
て
よ
い
と
と
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
債
へ
の
シ
ェ
ア
も
、
大
い
に
拡
大
さ
れ
る
べ
き
分
野
で
あ
る
。
こ
う
し
た
債
券

を
中
心
と
し
た
運
用
に
お
い
て
、
郵
貯
の
白
主
運
用
が
、
財
政
・
金
融
政
策
上
、
重
大
な
支
障
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、

資
金
の
効
率
的
利
用
、
有
利
な
運
用
の
選
択
と
い
う
点
で
好
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
郵
貯
と
し
て
当
然
行
わ
れ
る
べ
き
業
務
と
い
え

る。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
資
金
運
用
部
の
現
状
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
の
第
E
部
に
お

い
て
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

(
1
〉
会
銀
協
等
一

O
団
体
、
前
掲
『
:
:
:
基
本
的
方
え
方
』
参
照
。
こ
こ
で
は
、
同
じ
く
全
銀
協
等
一

O
団
体
『
郵
便
貯
金
に
関
す
る
私
ど
も
の
考

え
方
』
(
昭
和
五
六
年
六
月
)
を
用
い
た
。

〈

2
)

郵
政
省
、
前
掲
答
申
。

(
3
〉
い
ず
れ
も
前
掲
報
告
書
等
に
よ
る
@
以
下
同
じ
@

〈

4
)

前
掲
報
告
書
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
六
五



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
六
六

〈
5
)

郵
便
貯
金
事
業
は
、
一
八
七
五
(
明
治
八
)
年
に
創
始
さ
れ
た
が
、
当
初
東
京
為
替
会
社
に
、
の
ち
、
第
一
国
立
銀
行
に
預
託
さ
れ
た
。
そ
の

ご
、
一
八
八
四
年
よ
り
大
蔵
省
へ
の
全
面
預
託
と
な
り
、
運
用
権
も
大
蔵
省
に
移
管
さ
れ
、
一
八
八
五
年
に
「
預
金
規
則
」
の
制
定
を
み
た
。
さ
ら

に
、
一
九
二
五
〈
大
正
一
回
)
年
に
「
預
金
部
預
金
法
」
が
制
定
さ
れ
た
。
現
在
の
「
資
金
運
用
部
資
金
法
」
は
、
一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
、
預

金
部
に
代
っ
て
資
金
運
用
部
が
資
金
の
統
合
管
理
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た

Q

(
6
〉
郵
政
省
「
郵
政
省
議
合
提
出
資
料
」
(
五
六
年
七
月
)
に
よ
る
。

(

7

)

財
政
投
融
資
に
つ
い
て
は
、
別
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
す
る
が
、
さ
し
あ
り
、
拙
著
『
日
本
財
政
論
』
を
参
照
。

〈
8
〉
国
債
管
理
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
右
拙
著
を
参
照
。



第

E
部

資
金
運
用
部
資
金
の
現
状
と
問
題
点

資
金
の
原
資
と
余
裕
金

資
金
運
用
部
資
金
を
中
心
と
し
て
財
政
投
融
資
計
画
に
は
制
度
や
機
構
に
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
郵

便
貯
金
の
運
用
を
め
ぐ
る
諸
問
題
と
の
関
連
で
、
と
く
に
資
金
運
用
部
資
金
に
お
け
る
余
裕
金
の
形
成
と
短
期
運
用
の
実
態
分
析
に
比
重

を
お
き
な
が
ら
、
資
金
運
用
部
資
金
が
現
在
か
か
え
て
い
る
問
題
点
を
検
討
し
た
い
。

統
合
管
理
と
資
金
の
規
模

今
日
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
を
中
心
と
す
る
財
政
投
融
資
の
総
資
金
量
は
膨
大
な
規
模
に
な
っ
て
い
る
。
第
一
表
に
み
る
よ
う
に
、

昭
和
五
四
年
度
末
に
お
け
る
財
政
投
融
資
の
運
用
資
産
総
額
は
、

一
一
二
兆
五
五
九
億
円
に
上
り
、
財
投
計
画
の
お
よ
そ
六
・
八
倍
、

般
会
計
の
三
・
一
倍
に
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
資
金
運
用
部
資
金
は
、
財
投
計
画
で
は
一
四
兆
五
七
二
九
億
円
と
全
体
の
八
二

-
五
Mm
を
占
め
、
運
用
資
産
で
も
八
四
兆
七
一
七
九
億
円
と
七

O
%に
達
し
た
。

資
金
運
用
部
資
金
は
、
財
政
法
第
四
四
条
に
い
う
「
特
別
の
資
金
」
で
あ
り
、

ら
わ
れ
ず
に
運
用
さ
れ
る
」
資
金
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
金
が
こ
れ
ほ
ど
の
巨
大
な
規
模
に
膨
れ
あ
が
っ
た
最
大
の
根
拠
は
、
い
わ
ゆ

「
会
計
年
度
を
こ
え
て
存
在
し
、
当
然
会
計
年
度
に
と

る
H

統
合
管
理
d

と
い
わ
れ
る
資
金
運
用
部
へ
の
独
特
の
預
託
方
式
に
よ
る
と
い
え
る
。
資
金
運
用
部
資
金
法
第
一
条
は
、
「
郵
便
貯
金
、

政
府
の
特
別
会
計
の
積
立
金
及
び
余
裕
金
そ
の
他
の
資
金
で
法
律
又
は
政
令
の
規
定
に
よ
り
資
金
運
用
部
に
預
託
さ
れ
た
も
の
並
び
に
資

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
六
七



財投計画と運用資産第 1表
(単位:億円， %) 

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

産

17，147 ( 1. 4) 

847，179 ( 70.0) 

134，101 ( 11.1) 

212，132 (17.5) 

1，210，559 (100.0) 

資用運画

289 ( 0.2) 

145，729 ( 82.5) 

15，505 ( 8.8) 

15，223 ( 8.6) 

176，746 (100.0) 

計投財

産業投資特別会計

資金運用部資金

簡保資金

政府保証債等

合 計

目項

同項目の

(出所〉 大蔵省『財政金融統計月報~ No.351により作成。

(注) 1. 昭和54年度実績または同年度末現在高。

2. 1-運用資産」の項目は， 各会計の貸借対照表の資産の金額を示し，

「政府保証債等」には非政保債や民間借入金等を含む。

3. ( )内は構成比。

一
六
八

金
運
用
部
特
別
会
計
の
積
立
金
及
び
余
裕
金
を
資
金
運
用
部
資
金
と
し
て
統
合
管

理
」
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
統
合
管
理
さ
れ
た
資
金
を
「
確
実
且
つ

有
利
な
方
法
で
運
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
せ
し
め
る
こ

と
」
が
目
的
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。

(
3
)
 

こ
う
し
た
統
合
管
理
に
は
以
下
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

ω資

金
量
が
大
き
く
、
か
つ
安
定
的
な
も
の
と
な
り
、
公
共
的
な
運
用
が
可
能
に
な
る
こ

と
、
判
資
金
配
分
の
総
合
調
整
が
し
や
す
く
資
金
の
効
率
性
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
、

付
金
融
政
策
と
整
合
性
の
と
れ
た
資
金
の
管
理
運
用
が
可
能
と
な
る
こ
と
、
内
刊
行
政

上
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
が
で
さ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
今
日
で
は
こ
れ
ら
の
点

は
必
ず
し
も
メ
リ
ッ
ト
と
い
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最

後
の
問
題
点
の
指
摘
の
個
所
で
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

さ
て
、
預
託
金
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
昭
和
五
六
年
九
月
末
現
在
の
状
況
を
み
る

勺
)
郵
貯
預
託
金
六
四
兆
六
五
四
六
億
円
(
全
体
に
占
め
る
割
合
六

0
・
五
%
、
以

下
同
じ
)
、
厚
生
保
険
預
託
金
二
九
兆
六
七
九
三
億
円
(
二
七
・
入

M
Y
国
民
年
金

預
託
金
二
兆
五
一
一
ニ
七
億
円
(
二
・
四
%
〉
、
簡
保
預
託
金
一
兆
八
三
三
五
億
円
(
一

-
七
%
)
で
あ
り
、
郵
便
貯
金
が
圧
倒
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
第
二
表
に
よ
っ
て
、
資
金
運
用
部
預
託
金
の
期
間
別
残
高
を
み
る
と
、
昭



資金運用部預託金の期間別残高

〈単位:億円， %) 

第 2表

7年以上

5年以上7年未満

3年 11 5年 11

I年 11 3年 11

1年未満

上七

96.7 

0.0 

0.2 

1.7 

1.4 

成構高

967，339 
19 

1， 922 

16，595 

14，673 

残託預間期託預
部
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

100.0 ト川0，問!
大蔵省『資金運用部資金運用報告書』昭和55年度. p.5により作成。

預託残高は昭和55年度末の数値。

計A-
ロ

(出所)

(注〉

和
五
五
年
度
末
に
は
預
託
金
残
高
の
総
額
は
一

O
O兆
五
四
入
億
円
に
上
り
、

理
」
に
よ
る
資
金
集
積
力
の
凄
ま
じ
さ
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
預
託
期
間
七
年

以
上
の
預
託
金
が
全
体
の
九
六
・
七
銘
を
占
め
、
資
金
運
用
部
資
金
は
以
前
に
も
ま
し
て

「
統
合
管

そ
の
長
期
安
電
性
を
つ
よ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
金
運
用
部
特
別
会
計
は
、
こ
れ
ら
の

(

6

)

 

長
期
性
の
預
託
金
に
法
定
金
利
六
・

O
M
の
ほ
か
特
別
利
子
を
付
し
た
高
い
預
託
利
子
を

支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

余
裕
金
形
成
の
メ
カ
ヱ
ズ
ム

と
こ
ろ
で
、
資
金
運
用
部
資
金
は
、
も
と
も
と
財
政
投
融
資
の
資
金
需
要
に
応
じ
て
調

達
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
郵
便
貯
金
、
公
的
年
金
、
簡
易
保
険
等
の
政
府
事
業
の
結
果

と
し
て
形
成
さ
れ
る
「
受
動
的
」
な
資
金
で
あ
り
、

一
般
会
計
に
お
け
る
租
税
や
公
債
と

は
ち
が
っ
て
、
減
税
や
公
債
発
行
の
減
額
等
に
よ
る
調
整
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
な
い
金

融
的
資
金
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

般
t. 
:z:;; 

「計
余 の
裕歳
金 入
のと

警警
li il) 

宿 場
4- メ生、
叩(口

的平以
」 上
と iこ
い本
え 質
る的

原
資
と
長
期
運
用
と
の
ズ
レ
は
避
け
難
く
、

こ
こ
で
い
う
「
余
裕
金
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
、
従
来
必
ず
し
も
明
確
な
規
定
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
量
的
に
と
ら
え
る
こ
と
も
む
ず
か
し
い
。
本
稿
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、

「
長
期
運
用
予
定
拠
」
と
し
て
国
会
の
議
決
を
経
ず
に
、
短
期
に
運
用
さ
れ
る
一
時
的
な

滞
留
資
金
を
資
金
運
用
部
の
余
裕
金
と
規
定
し
て
均
い
。

一
六
九



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一七
O

資
金
運
用
部
に
こ
う
し
た
余
裕
金
が
必
要
と
さ
れ
る
主
な
理
由
は
、
大
蔵
省
部
内
資
料
に
よ
れ
ば
、
刊
短
期
預
託
金
に
対
す
る
準
備
、

制
運
用
の
ズ
レ
に
対
す
る
準
備
、
付
予
想
さ
れ
る
特
定
の
資
金
需
要
に
対
す
る
準
備
、

M
W
不
測
の
資
金
需
要
に
対
す
る
準
備
、
に
あ
る
と

さ
れ
、
特
に
あ
と
の
付
と
付
が
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
な
ぜ
将
来
の
資
金
需
要
に
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い

、
っ
占
山
に
つ
い
て
は
、

「
国
の
財
政
活
動
が
経
済
政
策
以
外
の
要
請
か
ら
制
度
上
数
多
く
の
制
約
に
服
し
て
い
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
経
過
的

な
弊
害
を
除
去
す
る
バ
ッ
フ
ァ

i
(緩
衝
器
)
と
し
て
必
要
で
あ
る
か
ら
」
だ
と
述
べ
て
い
る
。

で
は
、
余
裕
金
は
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
形
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
資
金
運
用
部
資
余
の
余
裕
金
は
、

つ
ざ
の
四
つ

の
ケ

l
ス
な
い
し
は
局
面
で
発
生
す
る
。

第
一
に
は
、
短
期
預
託
金
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
各
特
別
会
計
の
余
裕
金
や
国
庫
余
裕
金
の
一
時
的
な
預
託
の
よ
う
に
、
短
期
運
用
以
外

に
方
法
が
な
い
資
金
で
あ
る
。
前
掲
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
短
期
預
託
金
は
昭
和
五
五
年
度
末
に
三
兆
コ
二
九

O
億
円
(
一
ニ
・
三

M
m
)

に
上
る
。

〔ロ)

第
二
に
、
預
託
原
資
が
当
初
計
画
で
の
見
込
額
以
上
に
増
加
す
る
場
合
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
原
資
の
つ
自
然
増
収
」
と
呼
ば
れ
る
部
分

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
租
税
の
白
然
増
収
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
当
初
見
込
額
を
低
く
見
慣
る
こ
と
に
よ
り
年
度
内
追
加
財
源
を
確
保
す

(

臼

〉

る
と
い
う
、
意
悶
的
な
操
作
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
表
に
み
る
よ
う
に
、
郵
便
貯
金
は
昭
和
五
四
年
度
を
除
け
ば
、
毎
年

五

O
O
O億
円
か
ら
一
兆
円
前
後
の
自
然
増
収
を
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
あ
げ
て
お
り
、
こ
れ
が
財
投
計
画
に
お
け
る
有
力
な
追
加
財
源
と
な

っ
て
き
た
。
ち
な
み
に
、
主
五
年
度
に
は
郵
貯
問
題
を
反
映
し
て
、
当
局
の
見
込
み
を
は
る
か
に
上
ま
わ
る
一
兆
五
八
六
九
億
円
も
の
預

託
の
自
然
増
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
自
然
増
収
」
部
分
も
そ
の
運
用
が
改
訂
計
画
で
実
際
に
運
用
さ
れ
る
ま
で
余
搭
金
を
形
成
す
る
。

五
五
年
度
に
お
け
る
回
収
金
等
を
含
め
た
資
金
運
用
部
資
金
原
資
の
自
然
増
収
は
一
兆
一
四
六
六
億
円
だ
っ
た
。



第
三
一
に
は
、
資
金
運
用
部
へ
の
預
託
と
長
期
運
用
予
定
額
の
実
際
の
運
用
と
の
あ
い
だ
の
時
期
的
な
ズ
レ
に
よ
っ
て
生
じ
る
場
合
で
あ

る
。
こ
の
時
期
的
な
ズ
レ
を
示
し
た
の
が
、
第
一
図
で
あ
る
。
運
用
部
に
預
託
さ
れ
る
各
預
託
金
は
毎
尽
か
な
り
の
変
動
を
す
る
が
、
預

託
金
全
体
と
し
て
は
年
聞
を
通
じ
て
ほ
ぼ
平
均
的
に
預
託
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
運
用
は
、
運
用
対
象
機
関
の
資
金
繰
り
や
対
象
事

業
の
進
捗
状
況
に
よ
り
大
き
〈
変
化
し
、

一
般
的
に
は
、
年
度
当
初
か
ら
九
月
ま
で
の
運
用
は
非
常
に
低
調
で
、
そ
の
後
は
各
機
関
の
資

金
運
用
部
へ
の
返
済
の
集
中
す
る
九
月
、
三
月
お
よ
び
年
末
の
一
二
且
に
大
き
く
進
捗
す
る
。
こ
の
よ
う
に
預
託
と
運
用
の
時
期
的
な
ズ

レ
に
よ
っ
て
生
じ
る
原
資
の
一
時
的
な
待
機
部
分
も
余
裕
金
を
形
成
す
る
。
余
裕
金
を
構
成
す
る
部
分
で
こ
の
部
分
が
最
も
大
き
な
額
に

な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
実
際
の
数
値
は
つ
か
め
な
い
。
第
一
図
を
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
景
気
状
況
(
金
融
情
勢
)
を
反
映
し
て
年
」
反
に
よ

り
か
な
り
「
流
動
的
」
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
四
に
は
、
資
金
運
用
部
資
金
の
財
投
運
用
計
画
額
と
年
度
内
運
用
実
緩
額
の
差
額
、
い
わ
ゆ
る
「
未
消
化
し
額
の
発
生
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
第
四
表
に
み
る
よ
う
に
、
近
年
、
財
政
投
融
資
計
画
に
多
額
の
繰
越
碩
や
不
用
額
が
発
生
し
、
未
消
化
率
が
高
ま
っ
て
い
る
。

な
か
で
も
資
金
運
用
部
資
金
の
未
消
化
額
が
大
き
く
、
五
三
年
度
に
は
四
兆
七
九
二
億
円
を
計
上
し
て
全
体
の
八
五
・
二
%
を
占
め
た
。

財
投
対
象
機
関
は
、
事
業
・
融
資
活
動
上
、
効
率
的
な
資
金
調
達
を
行
う
た
め
、
ま
ず
金
利
の
か
か
ら
な
い
自
己
資
金
を
使
っ
て
、
そ
れ

を
使
い
き
っ
た
後
で
初
め
て
財
投
資
金
を
使
う
と
い
う
行
動
を
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
金
事
情
や
事
業
計
画
の
進
捗

状
況
し
だ
い
に
よ
っ
て
、
政
府
資
金
の
借
入
を
年
度
後
半
に
遅
ら
せ
た
り
、
次
年
度
に
繰
り
越
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
借
入
そ
の

も
の
を
返
上
し
て
不
用
額
に
計
上
し
た
り
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
近
年
に
お
け
る
よ
う
に
未
消
化
額
が
多
額
に
上
る

と
、
巨
額
の
余
裕
金
を
形
成
す
る
重
要
な
要
因
と
な
る
。
昭
和
五
五
年
度
に
お
け
る
資
金
運
用
部
資
金
の
未
消
化
額
は
、
二
兆
六

O
七
五

億
円
に
お
よ
ん
で
い
る
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

七



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

(単位:億円〉

生年金 国民年金 回 収 金 等

実績| 差額 当初|実績|差額 当初| 実 績 | 差 額

8，5571 1，496 1，686 190 4，913 3，470 A 1，443 

10，065 599 1，949 1，957 8 6，419 6，556 137 

12，087 A 19 2，123 2，037 A 86 11，216 7，210 4，006 

13，640 ム 840 2，600 2，306 A 294 16，159 14，821 A 1，338 

18，345 2，445 2，400 1，724 A 676 19，943 20，942 961 

21，352 1，352 1，000 01 A 1，000 20，606 26，722 6，116 

24，203 A 697 。 A 。20，319 20， 136 4主 183 

29，580 1，580 21，638 18，343 A 3，295 

29，919 3，419 26，784 9，249 A 17，535 

25，018 A 282 1，200 1，301 101 53，167 53，825 658 

41，435 8，735 300 5，169 4，869 61，894 43，887 A 18，007 

初計画と実績との差額

七

(単位:億円， %) 

額 不 用 額
未 t自 化 率

部資金運用
資金 /A 資金

12，220 1，495 1，220 18. 7 18.2 1.7 1.7 

12， 149 757 521 15.3 14.3 0.7 0.6 

13，493 1，027 810 14.8 13.8 0.8 0.8 

14，691 1，651 1，020 15.7 14.8 1.3 1.0 

21，800 5，313 4，751 20.1 20.6 3.4 3. 7 

26，412 15，465 14，380 26.3 27.6 8.5 9.7 

22，965 7，284 6，623 18.3 18.1 3.6 4.0 

24，721 1，529 1，354 15.4 15.1 0.7 0.8 

部資金における未消化状況

を表す。



資金運用部資金原資の当

総 額 郵 便 貯 金 厚
年度

当初|実績|差額 当初|実績|差額|当初

昭和45 25，440 27，914 2，474 
11，制 142市1山

7，731 
46 31，334 37，480 6，146 13， 5001 18， 902j 5， 402 9，466 
47 42，445 47，297 4，852 17，0001 25，963[ 8，963 12，106 

48 56，239 61，484 5，245 23，0001 30，7171 7，717 14，480 

49 68，743 80，118[ 11，375 ~~' ~~~I ;~' !~~i ， ~' ~~~ 15，900 

50 82，106 98， 5751 16，469 山 0150501 山 20，000 

51 96，219 102，620: 6，401 51， 0001 58，2811 7，281 24，900 
a52 闇 111，638 119，6821 8，044 62， OOOi ~:' ~~~I 9，759 28，000 
53 120，284 111，7691 4 8，515 ~~' ~~~I ~:' ~~:I ~' ~~: 26，500 
54 151，667 145，7291 A 5，938 ::' ~~~i ~~' ~~~14 ，~' ::~ 25，300 
55 79， OOOi 94， 8691 15， 869 32，700 

第 3表

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

大蔵省『財政金融統計月報』財政投融資特集号より作成。(出所〉

財投計画および資金運用

財投運用計画額 年度内運用実績額 繰 越

年度
(A) (B) (C) 

昭和48 89，139 73，855 72，451 60，415 15，193 
49 106，486 88，821 90，226 76，151 15，503 
50 122，561 103.413 104.454 89，110 17，080 
51 130，952 106，494 110，436 90，783 18，865 
52 158，125 128，967 126，319 102，416 26，493 
53 181，905 147，540 134，022 106，748 32，418 
54 201，271 163，605 164，531 134，017 29，456 
55 212，023 172，627 179，304 146，552 31，190 

第 4表

大蔵省『財政金融統計月報』財政投融資特集号より作成。

財投運用計画額は，当初計画額に追加等増減額および前年度繰越額を加えたもの

(出所〉

(注〉

七



資金運用部資金の預託および運用の進捗状況第 1図

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部N 
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一
七
四

こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
余
裕
金

が
、
毎
年
ど
の
く
ら
い
の
規
模
に
な
る
の

か
、
ま
た
年
度
内
に
は
ど
の
よ
う
に
推
移

福島量一他編『財政投融資』大蔵財務協会，昭和48年， p.123， 

かす
らる
1;1: σコ
ほか
とな
んど
ど
把そ
握の
で実
き態

hsI4 
0 原

し資
た面

が
っ
て
、
余
裕
金
の
運
用
形
態
で
あ
る
短

期
運
用
の
実
態
に
よ
っ
て
推
測
す
る
ほ
か

は
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
(
後
掲
第
九

表〉、

昭
和
五
五
年
度
末
に
お
け
る
資
金

運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
現
在
高
は
、

六
兆
六
八
五
二
億
円
に
達
し
、
同
年
度
末

σ) (J) 
一通
六用

部
七総
%資
を産
占ー
め80
Tこ〕。
。兆

運九用。
部七
の傍
余 円

裕
金
は
き
わ
め
て
巨
額
な
規
模
に
膨
れ
上

が
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

〈出所〉

(
1〉

財
投
計
画
の
み
な
ら
ず
財
投
計
画
外

運
用
を
含
め
た
、
広
義
の
意
味
で
の
「
財



政
投
融
資
」
に
お
け
る
運
用
資
金
総
量
が
ど
れ
く
ら
い
の
規
模
を
も
ち
、
概
念
的
に
ど
こ
ま
で
包
摂
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
和
田
八
束
「
財

政
投
融
資
の
実
体
と
構
造
」
(
柴
田
徳
衛
他
編
『
現
代
財
政
論
の
再
検
討
』
有
斐
閣
、
昭
和
五
三
年
所
収
)
に
詳
し
い
。

(

2

)

福
島
旦
一
主
・
山
口
光
秀
・
石
川
周
編
『
財
政
投
融
資
』
大
蔵
財
務
協
会
、
昭
和
四
八
年
、
一
三
四
真
。

(
3
)

向
上
書
、
福
島
他
一
編
『
財
政
投
融
資
』
一
三
五

i
一
三
七
頁
、
石
川
周
・
行
天
豊
雄
編
『
財
政
投
融
資
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
昭
和
五
二

年
、
三
八

1
三
九
頁
@

(

4

)

大
蔵
省
円
資
金
運
用
部
月
報
』
(
昭
和
五
六
年
九
月
末
日
現
在
)
。

(

5

)

こ
の
割
合
は
昭
和
四
七
年
度
末
に
は
九
四
・
六
%
で
あ
り
、
八
年
間
に
一
了
一
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
た
(
前
掲
書
、
福
島
他
編
『
財
政
投
融
資
』

一
四
三
頁
)
。

(
6
〉
預
託
金
利
は
資
金
運
用
部
資
金
法
第
四
条
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
、
約
定
期
間
一
月
以
上
三
月
未
満
の
も
の
年
二
分

二、

H

三
月

H

一
年

H

年
三
分
五
康

一ニ、

H

一
年

H

一一一年

H

年
四
分
五
厘

四、

H

三
年

H

五
年

H

年
五
分

五、

H

五
年

H

七
年

H

年
五
分
五
厘

六、

H

七

年

以

上

の

も

の

年

六

分

な
お
、
約
定
期
間
七
年
以
上
の
預
託
金
に
は
、
同
法
附
則
に
よ
り
特
別
利
子
を
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
特
別
利
子
は
、
従
来
は
Q
・
五

第
、
四
七
年
度
以
降
は
大
蔵
省
令
に
よ
り
随
時
変
更
さ
れ
、
五
六
年
主
月
以
降
は
一
・
五
Mm
と
な
っ
て
い
る
@

(

7

)

鈴
木
武
雄
外
『
高
金
利
・
高
物
価
時
代
に
お
け
る
簡
保
資
金
』
郭
政
省
街
易
保
険
局
資
金
運
用
課
委
託
研
究
第
一
一
回
(
昭
和
四
八
年
度
〉
報

告
書
、
昭
和
四
九
年
、
一
笠
三
頁
@

(
8
〉
昭
和
四
八
年
の
い
わ
ゆ
る
「
長
期
運
用
特
別
措
置
法
」
(
資
金
運
用
部
資
金
長
び
に
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
積
立
金
の
長
期
逼
用
に

対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
)
に
よ
っ
て
、
運
用
期
間
が
五
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
運
用
予
定
額
が
国
会
の
議
決
の

対
象
と
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
財
投
計
画
額
と
国
債
引
受
額
を
き
し
て
い
る
。

〈

9
)

こ
こ
で
い
う
「
余
裕
金
」
と
は
、
資
金
運
用
部
資
金
に
生
ず
る
余
裕
金
を
さ
す
が
、
こ
れ
を
ど
う
規
定
す
る
か
は
む
ず
か
し
く
、
明
確
な
法
的

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
七
五



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
七
六

な
根
拠
を
も
っ
た
概
念
で
は
な
い
。
大
蔵
省
サ
イ
ド
の
最
初
の
財
投
に
関
ナ
る
治
論
な
文
献
、
澄
田
智
・
鈴
木
秀
雄
編
『
財
政
投
融
資
』
(
財
務
出

版
、
沼
和
コ
三
年
、
一
七
五
頁
)
に
よ
れ
ば
、
一
年
以
内
の
短
期
の
金
融
を
附
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
、
本
来
の
短
期
運
用
(
例
え
ば
、
地
方

公
共
団
体
に
対
す
る
財
政
調
整
資
金
)
を
除
外
し
、
政
府
短
期
託
券
の
保
有
高
と
資
金
運
用
部
資
金
に
属
す
る
現
金
と
を
あ
わ
せ
て
「
資
金
運
用
部

余
裕
金
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
大
蔵
省
の
部
内
資
料
(
大
蔵
省
理
財
局
総
務
課
『
理
財
局
調
査
企
画
資
料
』
昭
和
四
二
年
度
、

E
そ
の
他
篇
、
昭

和
四
三
年
、
六

O
七
l
六
O
八
頁
)
で
は
、
「
運
用
部
の
資
金
繰
り
の
必
要
上
い
つ
で
も
現
金
に
換
価
し
う
る
資
産
」
と
さ
れ
て
い
る

Q

さ
、
り
に
、

横
山
信
孝
氏
は
、
短
期
に
運
用
さ
れ
る
資
金
全
体
を
広
義
の
余
裕
金
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
資
源
配
分
的
機
能
」
を
果
た
す
も
の
と
「
待
機
原
資

的
性
格
」
を
も
つ
も
の
に
分
け
、
後
者
を
狭
義
の
余
裕
金
と
し
て
い
る
(
横
山
信
孝
「
連
載
・
岐
路
に
立
つ
資
金
運
用
部
資
金
」
第
五
回
『
金
融
財

政
事
情
』
昭
和
五
二
年
一
一
月
二
八
日
、
四
二

J
四
三
頁
〉
。
こ
の
区
分
は
、
上
記
、
澄
田
・
鈴
木
編
『
財
政
投
融
資
』
の
規
定
を
踏
襲
し
た
も
の

と
恩
わ
れ
る
が
、
後
に
み
る
よ
う
に
(
と
く
に
対
特
別
会
計
短
期
貸
付
の
変
質
)
、
最
近
で
は
こ
の
区
分
の
も
つ
積
極
的
な
意
味
は
失
わ
れ
フ
つ
あ

る。

(
叩
)
前
掲
書
、
大
蔵
省
部
内
資
料
『
理
財
局
調
査
企
両
資
料
』
昭
和
四
二
年
度
、

E
そ
の
他
篇
、
六

O
七

t
六
一
六
頁
。

(
日
)
向
上
書
、
六
一
六
頁
。

(

U

)

こ
の
現
象
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
鈴
木
武
雄
氏
(
前
掲
書
『
高
金
利
・
高
物
価
時
代
に
お
け
る
簡
保
資
金
』
一
五
二

J
一
五
三
頁
)
で
あ

り
、
よ
り
詳
し
い
指
掃
は
、
横
山
信
孝
前
掲
論
文
(
「
述
載
」
第
五
回
、
四
一
二
j
四
国
頁
)
で
な
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
大
蔵
省
資
料
『
理
財
局
詞
査
企
画
資
料
』
は
、
郵
便
貯
金
目
標
額
が
前
年
度
実
績
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
点
を
「
従
来

か
ら
も
年
度
途
中
に
お
け
る
財
投
追
加
を
見
込
ん
で
行
な
っ
て
お
り
、
特
に
本
年
度
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
」
(
向
上
書
、
六
三
八
頁
)
と
説
明

し
て
い
る
。

(
U
〉
預
託
金
の
う
ち
最
も
大
き
く
変
動
す
る
の
は
郵
便
貯
金
で
、
ボ
ー
ナ
ス
支
給
と
の
関
係
で
六
、
七
月
お
よ
び
二
一
、
一
月
に
大
き
く
増
加
す

る
。
こ
れ
に
た
い
し
、
九
、
三
月
に
は
各
預
託
金
に
対
す
る
利
子
が
支
払
わ
れ
、
そ
の
利
子
相
当
分
が
九
、
三
月
に
集
中
預
託
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

二
、
八
月
に
は
地
方
公
共
団
体
へ
の
貸
付
の
回
収
金
が
集
中
し
、
公
庫
・
公
団
等
か
ら
の
回
収
は
三
、
九
月
に
集
中
す
る
。
こ
う
し
て
年
聞
を
通
じ

て
み
る
と
、
第
一
図
の
よ
う
に
平
均
的
な
預
託
状
況
と
な
る
(
前
掲
書
、
福
島
他
編
『
財
政
投
融
資
』
一
一
一

o
t
三
二
頁
〉
。

(
日
)
前
掲
大
蔵
省
資
料
『
理
財
局
調
査
企
画
資
料
』
(
昭
和
四
二
年
度
、

E
そ
の
他
篇
、
六
三
七
貰
)
に
よ
れ
ば
、
昭
和
四
二
年
三
月
末
に
お
け
る

資
金
運
用
部
総
資
産
六
兆
二
三
八
二
億
円
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
ハ
狭
義
の
意
味
で
の
〉
余
給
金
は
、
流
動
資
産
六
六
一
三
億
円
に
あ
た
り
、
そ
れ



は
、
長
期
運
用
の
ズ
レ
一
一
一
0
0
0億
円
、
国
債
引
当
五
O
O億
円
、
健
保
、
日
雇
、
専
売
引
当
一
五
O
O億
円
、
残
り
の
一
六
O
O億
円
余
は
短
期

預
託
金
残
高
約
三
二

O
O億
円
の
引
当
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

(
叩
山
)
昭
和
四
五
年
度
末
に
は
短
期
運
用
現
在
高
は
一
兆
九
二
五
五
億
円
(
後
掲
第
九
表
)
で
総
資
産
額
一
四
兆
六
一
六
五
億
円
(
大
蔵
省
『
資
金
運

用
審
議
会
議
事
録
』
昭
和
四
六
年
度
、
八
O
J
八
七
頁
)
の
一
一
ニ
・
二
勿
を
占
め
て
い
た
。

資
金
の
運
用

資
金
運
用
部
資
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
預
金
部
時
代
と
は
ち
が
っ
て
、
法
律
に
よ
り
厳
し
い
制
約
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
運

用
対
象
は
、
①
園
、
②
地
方
公
共
団
体
、
①
特
別
法
人
、
④
電
源
開
発
株
式
会
社
、
⑤
金
融
債
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
運
用
方
法
に
は
貸
付

と
債
券
取
得
の
二
形
態
が
あ
る
。
こ
れ
を
運
用
期
聞
か
ら
み
た
運
用
形
態
に
区
分
す
る
と
、

(イ)

長
期
運
用
|
|
貸
付
ま
た
は
債
券
保
有
期
間
が
五
年
以
上
の
長
期
運
用
予
定
額
(
予
算
を
も
っ
て
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
)
。

(ロ)

短
期
運
用

!
i昭
和
二
六
年
の
第
一
回
資
金
運
用
部
資
金
運
用
審
議
会
の
「
資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
に
関
す
る
決
議
」
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
期
間
五
年
未
満
の
運
用
。

に
分
れ
、
さ
ら
に
長
期
運
用
は
、
財
政
投
融
資
計
画
と
国
債
引
受
け
に
運
用
す
る
も
の
に
分
れ
る
。

資
金
運
用
部
資
金
の
期
間
別
運
用
状
況
の
推
移
を
み
た
の
が
、
第
五
表
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
る
と
財
投
計

画
の
比
重
は
低
下
し
、
こ
れ
に
代
っ
て
、
長
期
運
用
の
な
か
で
は
国
債
引
受
け
の
地
位
が
高
ま
り
、
他
方
で
は
短
期
運
用
の
伸
び
が
著
し

く
な
っ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
五

0
年
代
に
は
財
投
計
画
外
運
用
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

財
投
計
画
、
国
債
引
受
け
、
短
期
運
用
に
つ
い
て
順
次
に
検
討
を
加
え
て
い
こ
う
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
七
七



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

〈単位:億円. %) 

用 短期運用
総 計

メ口』 計 短期運用累積額

額 |構成比|伸び 額 |構成比|伸び 額 |構成比|伸び

12，522 14. 7 1001 72.925 85.3 100 85，477 100.0 100 

16，044 15.8 128 85.567 84.2 117 101.611 100.0 119 

19.053 13.4 152 123.303 86.6 169 142.356 100.0 167 

22，552 13.8 180 141.045 86.2 193 163.597 100.0 191 

28.075 13.4 224 181.919 86.6 249 209，994 100.0 246 

37，488 17.9 299 172，422 82.1 236 209，910 100.0 246 

46，092 15.8 368 245，863 84.2 337 291，955 100.0 342 

52，257 18.0 417 238，768 82.0 327 291，025 100.0 340 

81，233 28.5 649 203，812 71. 5 279 285，045 100.0 333 

97，510 17.9 779 448，190 82.1 615 545，700 100.0 638 

101，215 12.5 808 709'， 388 87.5 973 810，603 100.0 948 

112，719 12.1 900 820，502 87.9 1125 933，221 100.0 1092 

107，041 8. 1 855 1.217，058 91. 9 1669 1，324，099 100.0 1549 

149，017 9.9 1190 1，353，827 90.1 1，502，844 100.。1758 

183，551 11.2 1466 1，461，424 88.8 20 1， 644， 975 100.0 1924 

期間別運用状況

一
七
八

財
政
投
融
資
計
画

資
金
運
用
部
資
金
の
財
投
計
画
運
用
で
の
最
大
の

問
題
は
、
前
掲
第
四
表
に
み
た
よ
う
に
、
多
額
の
未

消
化
が
発
生
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
未
消
化
率
の
最

も
高
か
っ
た
昭
和
五
三
一
年
度
に
つ
い
て
み
る
と
、
未

消
化
額
(
繰
越
額
十
不
用
額
)
の
多
か
っ
た
政
府
関

係
機
関
は
、
輸
出
入
銀
行
六
九
三
四
億
円
、
住
宅
公

団
五
四
七
三
億
円
、
開
発
銀
行
二
二
五

O
億
円
、
住

宅
公
庫
一
七
六

O
億
円
、
道
路
公
団
一

O
五
二
億
円
、

運用部資金運用報告書』により作成。

公中
庫小
六企
O 業
n -"ヘU iIi: 
億融
円公
なっ庫
ど。九
で 0
ぁ五
り億
、円

政
策農
金林
融漁、
の業
担金
当融

機
関
が
多
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
政
策
金

融
機
関
を
中
心
に
多
額
の
使
い
残
し
が
発
生
し
て
き

た
背
景
に
は
、
第
一
次
石
油
危
機
の
あ
と
顕
著
と
な

っ
た
資
金
循
環
の
急
激
か
つ
大
規
模
な
構
造
変
化
が

あ
る
。
第
六
表
は
、
部
門
別
資
金
過
不
足
額
の
対
G



資金運用部資金の第 5表

運

債引受け

i 構成比 !伸

期

国

額 び
7
l川
U
l
l
ハ
u
n
u

ハU
n
4
p
h
U

4
Bム
寸

l
ム
司
自
由
命

長

ぴ

14.7 昭和41

100 1.0 

0.2 

984 14.8 

13.2 

42 

郵
便
貯
金
と
資
金
逼
用
部

25 

30 

30 

274 

254 

299 

0.2 

0.2 

1. 31 
0.91 

J:J 
1.6 

245 

300 

300 

画
一
伸

計

「

|

資
一
比

融
一
成

投

一

+

L
比

一

~
η
ム

ハ

U

O

O

革

島

一

一

2
6
n
u

一

一

円

U

ハ
U
A
E

財
一
額
一
同
九
比

178 13.6 22，252 

43 

44 

222 

278 

13.2 27，775 
34，789 

45 

46 2，699 16.6 

2，500 
2，940 

348 14.9 43， 592 47 

394 16.9 49，317 48 

516 5，082 608 26. 7 76，150 
89，111 
90，783 

49 

854 

1060 

8，399 712 

725 

16.3 50 

1.3 10，431 
10，303 

11.2 51 

1047 

30 

1.1 

0.0 293 

818 

852 

11.0 

8. 1 

102，451 
106，748 
134，017 

52 

53 

1524 

3749 

14，999 8.9 54 

36，999 

大蔵省『資金

8.9 

52年度以前は会計検査院『各年度の決算と検査~. 53年度以降は，

財政投融資計画は運用済額。

146，552 55 

(出所)

〔注〉

D
P
(国
内
総
生
産
〉
比
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ

る

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
昭
和
四

0
年
代

に
比
べ
て
第
一
次
石
油
危
機
後
は
員
間
企
業
部
門
の

資
金
不
足
が
急
激
に
減
少
し
た
の
に
た
い
し
て
、
公

共
部
門
の
資
金
不
足
が
大
幅
に
増
え
て
い
る
。
し
か

も
そ
の
資
金
不
足
は
中
央
政
府
部
門
に
顕
著
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
戦
後
か
ら
高
度
成
長
期
に
か
け
て
続

い
て
き
た
民
間
企
業
部
門
の
絶
対
的
資
金
不
足
時
代

に
終
止
符
を
う
ち
、
資
金
不
足
が
公
共
部
門
、
と
く

に
中
央
政
府
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示

し
て
お
り
、
個
人
部
門
の
過
剰
資
金
の
供
給
先
が
企

業
部
門
か
ら
中
央
政
府
部
門
へ
と
シ
フ
ト
せ
ざ
る
を

え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五
二
、
五
三
年
度

に
顕
在
化
し
た
政
策
金
融
機
関
の
財
投
資
金
未
消
化

ゃ
、
五
三
、
五
四
年
度
か
ら
目
立
っ
て
き
た
貸
出
面

で
の
官
民
金
融
機
関
の
競
合
問
題
な
ど
は
、

い
ず
れ

も
、
財
投
計
画
が
こ
う
し
た
資
金
循
環
の
構
造
変
化

一
七
九



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

部門別資金過不足の推移(対GDP比〉

〈単位:%) 

140 I 45 1必 149 I 50 I日 I52 1 53 I 
企業部門 1-4.331-6.611-8吋-6.651-4叫 3同一2.311-0.981-3.27

個人部門 17.711 7.70: 8.091 9.94111. 361 10.671 11.231 10.321 8.35 

公共部門卜3.181-0.80:-2.20-4. 811一7.891-7.051-7.54]-8.66;-7.68

〈中央政府)1 0.19! 1.541 1.79:-0.141-2.88ト3.241-4.241-4.96:ー
|1l!i! li  i 

〈公社・公団等)1-3.371-2.34 -3. 99:-4. 671-5. 011-3. 811-3. 301-3. 70:-3. 36 

海外部門ト1斗l問。吋 o件0.031-0.801-1.87¥-1川1.45 

〈出所〉 日本銀行『資金循環応用表A.経済企画庁『国民経済計算年報A(昭和56年度〉に

より作成。

〔注〕 数値は，年度ベース。

54 

第 6表

一
八

O

に
対
応
し
き
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
。

も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
は
、
財
投
計
画
運
用
に
お
け
る
「
福
祉
化
」
傾
向
に
と
も
な

ハ
2
〉

う
問
題
で
あ
る
。
昭
和
五
六
年
度
の
財
投
計
百

ιお
け
る
資
金
運
阿
部
資
金
の
使
途
別
分

ハ
3
)

類
を
み
る
と
、
生
活
基
盤
関
係
と
い
わ
れ
る

ω
i川
分
類
は
一
二
兆
一

O
ニ
二
信
に
上
り

全
体
の
七
五
・
七
Mm
を
占
め
た
の
に
対
し
、
川
間
土
保
全
・
災
害
復
旧
、
川
道
路
、
同
運

輸
通
信
、
帥
地
域
開
発
の
い
わ
ゆ
る
産
業
基
盤
関
係

m
l倒
分
類
は
二
兆
三
一
五
一

O
億

二
四
・
七
%
)
に
す
、
さ
な
か
っ
た
。
川

i
川
分
類
の
な
か
で
も
、
川
住
宅
、
四
兆
七
九

五
億
円
。
二

0
・
C
M〉
、
凶
生
活
環
境
整
備
、

一
兆
八
一
六
九
億
円
三
一
・
四

M
V

川
厚
生
福
祉
、
六
五

C
七
億
円
(
四
・
一
%
)
と
い
う
「
福
訟
色
」
の
濃
厚
な
も
の
が
全

体
の
四
五
・
五
%
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
福
祉
色
の
つ
よ
い
事
業
分
野
は
、
低
い

金
利
、
な
い
し
は
無
償
の
資
金
を
割
り
当
て
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
先
に
み
た
よ
う
に
、

他
方
で
は
、
資
金
運
用
部
資
金
の
原
資
構
成
は
、
預
託
金
利
の
高
い
長
期
性
預
託
金
の
方

へ
シ
フ
ト
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
財
投
原
資
コ
ス
ト
は
む
し
ろ
上
昇
傾
向
を
み
せ
て
い

る
。
こ
の
財
投
運
用
の
「
福
祉
化
」
と
原
資
コ
ス
ト
の
上
昇
と
い
う
矛
盾
、
こ
の
問
題
性

に
つ
い
て
は
、
最
後
の
問
題
点
の
指
摘
の
個
所
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

国
債
の
引
受
け

資
金
運
用
部
に
よ
る
新
規
に
発
行
さ
れ
た
長
期
国
債
の
保
有
は
、
昭
和
国

0
年
度
の
国
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資金運用部の新規国債保有状況

〈単位:億円， 5百〉

第 7表

EjC DjC 郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

債
発
行
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
第
七

表
に
み
る
よ
う
に
、
新
規
長
期
国
債

の
発
行
額
の
一

t
二
割
が
資
金
運
用

部
で
引
受
け
消
化
さ
れ
て
き
た
。
国

債
の
発
行
増
に
と
も
な
っ
て
絶
対
額

で
は
、
引
受
額
も
急
増
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
資
金
運
用
部
に
よ
る
国

に債
あ保
つ 有
たの
と意
さ義
れつは
るる 、

次
第 の
ーょ
にう
は な
、占

個
人
の
貯
蓄
性
資
金
(
郵
貯
資
金
等
)

を
中
心
と
す
る
資
金
運
用
部
資
金
に

よ
っ
て
国
債
の
個
人
消
化
を
同
接
的

に
代
行
し
、
低
位
な
状
態
に
あ
っ
た

個
人
消
化
を
補
完
す
る
こ
と
、
第

に
は
、
国
債
市
場
価
格
の
安
定
化
に

努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
が
国
の
未

整
備
な
公
社
債
市
場
を
補
完
す
る
こ

j¥ 



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

/¥ 

と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
み
た
資
金
循
環
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
資
金
運
用
部
資
金
の
長
期
運
用
に
も
財
投
運
用
か
ら
対
政
府
財
投
外
運

用
(
国
債
引
受
け
)

へ
の
急
激
な
シ
フ
ト
が
み
ら
れ
る
(
第
五
表
)
。

運
用
部
引
受
額
も
第
七
表
に
み
る
よ
う
に
、

五
四
年
度
に
は
一
挙

に
二
兆
六
八

O
O億
円
へ
、
翌
五
五
年
度
に
は
四
兆
四
五
億
円
に
飛
躍
し
、
新
規
発
行
額
の
二
八
・
一
%
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
こ
の
国

債
引
受
け
に
充
当
さ
れ
た
財
源
は
、
こ
れ
ま
で
は
財
投
追
加
財
源
に
ま
わ
さ
れ
て
い
た
原
資
の
自
然
増
収
分
が
、
当
初
計
画
の
時
点
で
あ

ら
か
じ
め
国
債
引
受
け
に
割
当
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
五
六
年
度
に
お
い
て
も
三
兆
五

0
0
0億
円
が
国
債
引
受
額
と
し
て
予
定

さ
れ
て
お
り
、
資
金
運
用
部
は
、
後
に
み
る
よ
う
な
、
国
債
の
運
用
部
引
受
け
が
抱
え
る
問
題
点
を
放
置
し
た
ま
ま
、
済
し
崩
し
に
大
量

の
国
債
を
抱
え
込
み
つ
つ
あ
る
。

従
来
、
運
用
部
の
国
債
へ
の
運
用
は
、
新
規
発
行
債
の
引
受
け
に
限
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
余
裕
金
の
短
期
運
用
に
よ
る
長
短
期
国
債

の
購
入
も
対
日
銀
取
引
に
よ
る
も
の
で
、
直
接
に
公
社
債
市
場
や
マ
ネ

i
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
影
響
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
昭

和
五
三
年
一
月
か
ら
五
月
ま
で
三
回
に
わ
た
り
、
初
め
て
合
計
八

O
入
O
億
円
の
保
有
国
債
を
財
投
の
追
加
財
源
等
を
調
達
す
る
た
め
に

市
中
に
売
却
し
た
。
そ
の
後
も
五
三
年
九
月
か
ら
五
六
年
四
月
に
か
け
七
度
に
わ
た
り
、
合
計
三
兆
四
三
三
億
円
(
売
却
額
七

O
O四
億

円
、
購
入
額
二
兆
三
四
二
九
億
円
〉
の
対
市
中
売
買
が
主
と
し
て
国
債
価
格
支
持
等
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
資
金
運
用
部

は
、
国
債
大
量
発
行
の
後
始
末
の
た
め
に
、
起
債
(
発
行
)
市
場
だ
け
で
な
く
既
発
債
(
流
通
)
市
場
で
の
価
格
支
持
政
策
に
お
い
て
も

(

5

)

 

重
要
な
役
割
を
担
う
よ
う
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

短
期
運
用
の
実
態

資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
の
状
況
を
、
前
掲
第
五
表
に
み
る
と
、
短
期
運
用
累
積
額
の
伸
び
が
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
っ
て
長
期



運
用
の
伸
び
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
よ
う
に
な
り
、
運
用
部
の
資
金
運
用
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

短
期
運
用
の
実
態
を
分
析
す
る
ま
え
に
、
ま
ず
短
期
運
用
と
は
な
に
か
と
い
う
点
と
そ
の
運
用
の
諸
形
態
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ

ぅ
。
資
金
運
用
部
資
金
法
に
よ
れ
ば
、
運
用
部
資
金
の
運
用
に
あ
た
り
、
大
蔵
大
臣
は
運
用
計
画
を
定
め
、
ま
た
そ
の
計
画
を
変
更
し
ょ

う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
資
金
運
用
審
議
会
の
議
に
付
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
(
同
法
第
一
二
条
)
。
し
た
が
っ
て
、
運
用
部
資
金

の
運
用
は
す
べ
て
運
用
計
画
に
盛
り
込
ま
れ
、
資
金
運
用
審
議
会
の
決
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
原
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
預
金

部
時
代
の
方
式
に
な
ら
っ
て
、
昭
和
二
六
年
の
第
一
回
資
金
運
用
審
議
会
の
「
資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
に
関
す
る
お
恥
」
に
よ
り
、

大
蔵
大
臣
は
、
資
金
運
用
部
資
金
に
一
時
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、

一
定
の
も
の
に
対
し
て
そ
の
つ
ど
資
金
運
用
審
議
会
の
議
に
付
さ
な

い
で
運
用
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
短
期
運
用
と
は
運
用
部
資
金
の
余
裕
金
の
運
用
形
態
な
の
で
あ
る
が
、
現
在
は
、
さ
ら
に
期
間
別
に
つ
ぎ
の
二
つ
に
区

(
8
)
 

分
さ
れ
て
い
る
。

(イ)

年
度
内
貸
付
や
一
年
未
満
の
償
還
期
限
の
あ
る
債
券
運
用

(
「
資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
に
関
す
る
決
議
」

に
も
と
づ
き
、

大
蔵
大
臣
の
権
限
で
行
わ
れ
る
運
用
で
翌
年
度
の
審
議
会
で
実
績
報
告
が
行
わ
れ
る
も
の
)

(ロ)

長
期
運
用
と

ωの
中
間
期
間
(
一
年
以
上
五
年
未
満
〉
で
の
短
期
運
用
(
す
な
わ
ち
、
年
度
を
ま
た
が
る
一
年
未
満
の
貸
付
を
合

み
、
国
会
の
議
決
は
必
要
な
い
が
、
資
金
運
用
審
議
会
の
議
に
付
す
必
要
の
あ
る
運
用
。
こ
の
運
用
対
象
は
主
と
し
て
金
融
債
。
)

短
期
運
用
は
運
用
の
方
法
で
い
え
ば
、
長
期
運
用
と
同
じ
よ
う
に
貸
付
と
債
券
取
得
に
分
か
れ
る
が
、
こ
れ
を
対
象
機
関
別
に
み
れ
ば

次
の
よ
う
な
諸
形
態
で
行
わ
れ
て
い
る
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
八
三



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
八
四

第
一
に
は
、
国
す
な
わ
ち
一
般
会
計
・
特
別
会
計
に
対
す
る
も
の
で
、
川
政
府
短
期
証
券
(
短
期
国
債
)
と
一
年
以
内
売
戻
条
件
付
で

の
長
期
国
債
の
対
日
銀
売
買
、

M
W
特
別
会
計
(
主
と
し
て
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
、
厚
生
保
険
特
別
会
計
、
郵
便
貯
金
特

別
会
計
)
へ
の
短
期
貸
付
。

第
二
は
、
政
府
関
係
機
関
等
に
対
す
る
も
の
で
、
川
政
府
保
証
債
の
対
日
銀
売
買

(
た
だ
し
昭
和
五

0
年
度
以
降
は
な
い
て

同
日
本

固
有
鉄
道
、
日
本
専
売
公
社
、
国
民
金
融
公
庫
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
事
業
団
等
へ
の
短
期
貸
付
。

第
三
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
も
の
で
、
ゆ
地
方
公
共
団
体
の
歳
計
現
金
の
一
時
的
不
足
の
補
填
の
た
め
の
短
期
貸
付
(
い
わ
ゆ

る
つ
な
ぎ
資
金
で
あ
る
一
般
財
政
調
整
資
金
、
災
害
応
急
資
金
、
準
用
団
体
特
別
融
資
、

年
末
超
短
期
資
金
〉
、

料
地
方
公
共
団
体
の
事

業
資
金
調
達
の
円
滑
化
対
策
と
し
て
行
わ
れ
る
地
方
銀
行
等
か
ら
の
縁
故
地
方
債
の
買
入
れ
(
償
還
ま
た
は
売
一
炭
期
間
五
年
未
満
も
の
で

日
銀
を
媒
介
に
買
取
り
)
。

第
四
は
、
金
融
債
に
対
す
る
も
の
で
、

ω長
期
信
用
銀
行
三
行
や
農
林
中
央
金
庫
が
政
府
の
政
策
に
沿
っ
て
融
資
を
行
う
場
合
に
、
期

間
三
年
程
度
の
運
転
資
金
供
給
の
た
め
に
そ
れ
ら
の
金
融
機
関
が
発
行
す
る
金
融
債
を
引
受
け
て
リ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
す
る
、

い
わ
ゆ
る

「
金
融
措
置
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
、
幼
年
末
の
中
小
企
業
金
融
補
助
と
し
て
、
市
中
保
有
債
券
(
商
工
中
金
割
引
債
等
)
を
売
戻
条
件
付

で
買
入
れ
る
措
置
。

資
金
運
用
部
資
金
の
期
間
別
運
用
残
高
を
み
た
の
が
、
第
八
表
で
あ
る
。

ス
ト
ッ
ク
で
み
る
か
ぎ
り
で
は
、
長
期
運
用
が
全
体
の
八
割

以
上
〈
五
五
年
度
は
八
三
・
三
%
)
を
占
め
、
貸
付
形
態
に
よ
る
運
用
の
ほ
ぼ
九
割
を
占
め
て
い
る
。
短
期
運
用
は
全
体
の
一
七

t
一
人

%
を
占
め
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
一
年
以
下
の
超
短
期
で
運
用
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
五
年
度
の
短
期
運
用
残
高
は
一
六
兆
六
八
五
二
億
円

に
の
ぼ
り
、
同
年
度
の
財
投
計
画
ハ
一
四
兆
六
五
五
二
億
円
)
を
凌
駕
す
る
規
模
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。



先
述
し
た
よ
う
に
、
短
期
運
用
は
そ
の
性
質
上
運
用
・
回
収
が
短
期
に
繰
り
返
さ
れ
、
と
く
に
資
金
回
転
の
速
い
一
年
未
満
の
短
期
運

用
の
実
態
は
、

ス
ト
ッ
ク
か
ら
は
つ
か
め
な
い
。
第
九
表
は
、
資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
実
績
の
内
訳
を
年
度
中
の
運
用
累
積
額
で

み
た
も
の
で
あ
る
。
資
金
循
環
の
構
造
変
化
が
お
こ
る
以
前
の
昭
和
四
五
年
度
を
み
る
と
、
債
券
に
対
す
る
運
用
額
が
圧
倒
的
に
多
く
、

全
体
の
八
三
・
二
銘
を
占
め
て
い
る
。
債
券
の
な
か
で
は
、
政
府
短
期
証
券
(
食
糧
証
券
、
外
国
為
替
資
金
証
券
、
大
蔵
省
証
券
)
が
多

く
、
五
七
・
八
必
に
お
よ
ん
で
山
以
。
貸
付
金
に
対
す
る
運
用
は
全
体
の
一
六
・
八
銘
と
少
な
く
、
そ
の
中
心
は
赤
字
補
填
の
た
め
の
厚

生
保
険
特
別
会
計
(
日
雇
健
康
勘
定
お
よ
び
健
康
勘
定
)

へ
の
貸
付
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
短
期
国
債
と
長
期
国
債
に
た
い
す
る
資
金

運
用
部
の
対
日
銀
債
券
売
買
は
、
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
余
裕
金
の
運
用
と
み
ら
れ
る
。
短
期
運
用
の
大
部
分
が
、

必
要
上
い
つ
で
も
現
金
に
換
価
し
7
る
島
」
と
い
っ
流
動
性
の
高
い
状
態
で
運
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
運
用
部
の
資
金
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
り

「
運
用
部
の
資
金
繰
り
の

み
て
健
全
だ
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
資
金
循
環
の
急
激
な
構
造
変
化
と
い
う
運
用
部
を
と
り
ま
く
環
境
条
件
の
変
化
の
も
と
で
、
昭
和
五

0
年
代
に
入
る
と
債

券
運
用
の
比
重
は
足
早
に
低
下
し
、
運
用
額
で
は
ゴ
二
・
八
Mm
に
、
現
在
高
(
ス
ト
ッ
ク
〉
で
も
四
五
・
一

Mm
へ
と
四
五
年
度
に
比
べ
て
、

三
三
・
五
ポ
イ
ン
ト
も
下
落
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
貸
付
金
へ
の
運
用
額
は
、
国
主
年
度
の
三
兆
五
一

O
億
円
か
ら
五
五
年
度
の
九
九

兆
六
九
一
一

O
億
円
へ
と
約
一
二
三
倍
に
激
増
し
、
構
成
比
で
も
一
六
・
人
形
か
ら
六
八
・
二
銘
へ
と
五
一
・
四
ポ
イ
ン
ト
も
急
伸
し
て
、

0
年
間
余
り
で
債
券
運
用
と
貸
付
金
運
用
の
地
位
は
ほ
ぼ
逝
転
し
た
。
こ
の
貸
付
金
急
増
の
な
か
で
最
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
の
が
、

国
に
対
す
る
貸
付
で
、
な
か
で
も
交
付
税
及
び
譲
与
税
配
付
金
特
別
会
計
(
以
下
、
交
付
税
特
別
会
計
と
略
す
)
に
対
す
る
短
期
貸
付
で

あ
っ
た
。
こ
の
交
付
税
特
別
会
計
へ
の
短
期
貸
付
は
、
昭
和
五
つ
年
度
補
正
予
算
以
降
に
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。

地
方
交
付
税
交
付
金
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
国
税
三
税
(
所
得
税
・
法
人
税
・
酒
税
)
の
三
二
%
を
原
資
と
す
る
交
付
金
で
あ
り
、
地

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
八
五



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

(単位:億円， %) 

期
J口'- 計

1 年以下 計

金 額|構成比 金 額|構成比 金 額|構成比

12，237 12，407 
〈(171..25〉〉

17l， 925 (( 100.0〕
91，614 797，257 100.0) 

28，415 〈(50一.6〉) 29，981 ((53.49〉〉 56，148 ((100.O0〕〉
75，237 36. 203，648 100. 

40，652 〔〔17.← 8〕〉 42，388 ((18.6〕〉 228，073 ((100.0O〉〉
166，852 16.7 1， 000， 905 100. 

期間別運用残高

年については，大蔵省『資金混用部資金運用報告書』昭和55年度，により作成。

一
八
六

方
財
政
調
整
制
度
と
い
う
性
格
の
ほ
か
に
、
本
来
「
租
税
」
と
し
て
の
性
格
を
も
っ

制
度
で
あ
る
。
租
税
の
自
然
増
収
が
毎
年
多
額
に
の
ぼ
っ
た
高
度
成
長
期
に
は
こ
の

租
税
的
性
格
は
あ
ま
り
問
題
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
低
成
長
期
に
入
り
、
自

「
自
然
減
収
」
が
生
じ
た
り
す
る
と
、
こ
の
交
付
金
の

(

辺

〉

「
財
源
保
障
」
機
能
の
脆
弱
性
が
一
挙
に
表
面
化
す
る
の
で
あ
る
。
昭
和
五

Q
年
度

然
増
収
額
が
減
少
し
た
り
、

に
は
、
経
済
不
況
に
よ
り
年
度
途
中
で
国
税
の
減
収
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
た
め

地
方
交
付
税
に
約
一
兆
二

(
)
O
O億
円
の
減
収
が
生
じ
た
。
こ
の
交
付
税
減
額
分
を

交
付
税
特
別
会
計
に
よ
る
逼
用
部
か
ら
の
借
入
に
よ
り
補
填
す
る
措
置
を
と
っ
た
の

が
、
運
用
部
の
対
交
付
税
特
別
会
計
短
期
貸
付
の
値
常
化
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。

こ
の
補
填
措
置
は
、
第
一

O
表
に
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
、
地
方
交
付
税
交
付

金
の
特
例
措
置
の
一
環
(
他
に
臨
時
地
方
特
例
交
付
金
が
あ
る
)
と
し
て
継
続
し
、

拡
大
し
て
い
く
。
借
入
条
件
は
、
当
初
(
昭
和
五

O
、
五
一
、
五
二
年
度
)
は
二
年

据
置
後
八
年
間
で
、
後
年
度
ほ
ど
償
還
額
が
多
く
な
る
等
比
逓
増
方
式
に
よ
り
元
金

償
還
し
、
利
子
負
担
は
一
般
会
計
が
肩
代
り
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
五
三
年
度
に
は
償
還
期
限
を
延
長
し
、
五
年
据
置
後
一

0
年
間
で
償
還
す
る
こ

「
地
方
財
政
が
好
転
し
、
あ
る
い
は
、
地
方
税
財
政
制
度

の
基
本
的
改
正
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
の
措
置
」
と
し
て
、
五
三
年
度
以
降
、
交
付

と
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、



資金運用部資金の

長 期 短

5 年 以 上 5年未満1年以上

金 額 | 構 成 比 金 額|構成比

貸 付{;; 159，518 ((92.8〉〉 170 〈(0.ー1〉〉
705，643 88.5 

債 券 ii; 26，167 ((46.6〉〉 1，566 〈(2ー.8〉〉
128，411 63.1 

〆ロ』 185，685 ((81.43〉〉 1;736 ((0一.8〉〉
834，054 83. 

第8表

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

(出所〉 昭和47年は福島量一他編『財政投融資』大蔵財務協会，昭和48年により，昭和55

(注) 1. 金額は，両年3月末残高。

2. ( )内は構成比。

税
特
別
会
計
の
借
入
金
の
償
還
額
の
う
ち
二
分
の
一
を
国
が
実
質
的
に
負
担
す
べ
き

旨
を
法
定
し
た
。
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
五
三
年
度
分
に
つ
い
て
は
、
七
五
三
入
億

円
が
、
将
来
、

一
般
会
計
か
ら
臨
時
地
方
特
例
交
付
金
と
し
て
同
特
別
会
計
へ
計
画

的
に
繰
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
五
年
間
の
長
期
貸
付
に
も
か
か
わ
ら

一
五
年
の
あ
い
だ
は
貸
付
枠
を
設
定

(時〉

し
そ
の
範
囲
内
で
貸
付
け
る
が
、
年
度
末
に
一
度
償
還
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ず
、
こ
れ
が
短
期
運
用
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
よ
う
な
、
資
金
運
用
部
資
金
の
対
交
付
税
特
別
会
計
短
期
貸
付
の
累
積
状
況

を
み
た
の
が
、
第
一
一
表
で
あ
る
。
各
年
度
の
借
入
金
額
そ
の
も
の
は
、
五
五
、
五

六
の
両
年
度
に
は
大
き
く
縮
小
し
た
(
前
掲
第
一

O
表
)
が
、
同
表
の
年
度
越
の
貸

付
額
に
み
ら
れ
る
、
累
積
し
た
貸
付
枠
は
肥
大
化
し
て
い
る
。
五
五
年
度
に
お
け
る

年
度
越
の
貸
付
額
は
七
兆
六
九
七
一
億
円
に
上
り
、
こ
れ
は
、
同
年
度
の
地
方
交
付

税
交
付
金
総
額
(
入
兆
四
八
四
四
億
円
)
に
迫
る
水
準
で
あ
る
。
ま
た
、
五
二
年
度

以
降
は
、
こ
の
対
交
付
税
特
別
会
計
短
期
貸
付
が
年
度
を
通
し
て
恒
常
化
さ
れ
肥
大

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

収
益
力
の
あ
る
事
業
特
別
会
計
と
は
ち
が
っ
て
、
区
分
経
理
特
別
会
計
(
整
理
特

別
会
計
〉
で
あ
る
交
付
税
特
別
会
計
が
、
租
税
(
国
税
三
税
)
に
よ
る
一
般
会
計
か

ら
の
繰
り
入
れ
で
そ
の
所
要
資
金
を
賄
え
な
い
な
ら
ば
、
国
債
発
行
の
増
額
に
よ
っ

一
八
七



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

〈単位:億円. %) 

52 53 54 55 

運用額 構成均 運用額 構成比 運用額 構成比 運用額 構成lt 現在高 構成比

331，049 40.3 540，834 44.4 468，918 34.6 464，505 31目8 75，237 45.1 

325，714 39.7 532，869 43.8 456，721 33目7 455，258 31.2 66，591 39.9 

43，163 ( 5.3) 58，096 ( 4.8) 103，327 ( 7ι) 68，175 ( 4.7) 30，374 (18.2) 

282，551 (34.4) 474，773 (39.0) 353，394 (26.1) 387，083 (26.5) 36，217 (21.7) 

一

5，335 0.7 7，965 0.6 12，197 0.9 9.W 0.6 8，647 5.2 

489，454 59.7 676，224 55.6 884，909 65.4 996，920 68.2 91，614 54.9 

447，815 54.6 651，026 53.5 854，396 日.1 946，446 64.8 91，382 54.8 

298，958 (36.4) 483，465 (39.7) 686，424 (50.7) 768，597 (52.6) 76，971 ( 46.1) 

102，268 (12.5) 109，874 ( 9.0) 120，038 ( 8.9) 135，813 ( 9.3) 11，800 ( 7.1) 

34，318 ( 4.2) 47，393 ( 3.9) 36，741 ( 2.7) 22，770 ( 1.6) 。 ( 0) 

34，096 4.2 20，665 1.7 27，142 2.0 43，290 3.0 230 。1

7，543 0.9 4，533 0.4 3，372 0.2 7，184 。目5 2 。。

820，503 100.0 1，217，059 100.0 1，353，828 100.0 1，461，425 100.0 166，852 100.0 

短期還期実績

一
八
八

わす。

債にたいする運用である。

ったが，この間運用は行われているためである。たとえば， 52年度末現在高は397億円あり，



資金運用部資金の

45 50 51 

運用額 構成lt現在高 構成比 運用額 構成比 運用額 構成比

I 債 券 151，409 83.2 15，138 78.6 262，253 58.5 342，859 48.3 

(1)国 債 148，725 81.8 14，439 75.0 253，768 56.6 336，404 47.4 

(長 J羽 国 債) 43，603 (24.0) 8，40ヲ (43.7) 45，288 (10.1) 47，558 ( 6.7) 

(短 期 国 {責) 105，122 (57.8) 6，03C (31.3 ) 208.479 ( 46.5) 288，846 (40.7) 

(2)地 方 {責 一 ー

(3)金 債 1.68司 0.9 699 3冒6 8，485 1.9 6，454 0.9 

(4) そ の 他 996 0.5 ー

II 貸 イす 金 30，510 16.8 4，117 21.4 185，938 41.5 366，529 5l.i 

(1)国 26，239 14.4 3、287 17.1 149，872 33.4 296，257 41.8 

(交付税及び譲与税特別会計) 剖(0.0) 80 ( 0.4) 57，746 (12.9) 184，798 (お.1)I 

(厚生保設特別会計) 25.363 (14.2) 2，979 (15.5) 83，786 (18.7) 92，331 (13.0) 

(郵便貯金特別会計) 一(一) ー (ー) 一(ー) 11‘161 ( 1.6) 

(2)政府関係機関等 2，541 1.4 830 4.3 25，279 5.6 60，136 8.5 

(3)地方公共団体 1，730 1.0 一 10，786 2.4 10，136 1.4 

A μ ~t 181，920 100.0 19，255 100.0 448，191 100.0 7ω，388 100.0 

第自表

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

〈出所〉 大蔵省『資金運用部資金運用報告書』各年度により作成。

〈注) 1. 各年度の運用額は，年度中の運用累積額を示し，現在高は年度末現在額をあら

2. 債券のなかの「その他」は，政府関係機関・特別法人等の，いわゆる政府保証

3. 地方債を項目として掲げてあるのは，たまたま表中の年度には運用実績はなか

これらは53年度中にすべて回収されている。

一
八
九



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

〈単位:億円〕

地方公共団体に交付すべき地方交付税交付金

年 度 一般会計
部入資金金資運金用借 部入資金金資運金償借還用

前年度に
総額

地税交方交付付金1臨特例時交地付方金
返還金 おける未

交付額

昭和50 44，711 33，291 

51 51， 874 38，097 636; 13，1 。
52 57，055 45，261 1，5571 10，3 11 A 124 

53 γ 2，2511 16，4 11 A1，320 

54 83， 2871 59， 274 3，766 22，800 41 A2，556 

55 84， 8441 69， 521 8，950 11 A3，620 6，197 

56(当初)-- 87，1661 80，835 1，306 1，320 。 3，705 

交付税特別会計と資金運用部資金第10表

〈出所〉 大蔵省、『財政金融統計月報』各年度予算特集号より作成。

〈注) 1. 55年度までは補正後予算， 56年度は当初予算。

2. 50年度の地方交付税交付金には緯時沖縄特別交付金を含む。

資金運用部の対交付税特別会計実質収支

(単位:億円〉

|日|

第11表

一
九

O

55 

4月 589 12，879 25，897 34，936 48，840 61， 961 

5 -1 25，896 34，937 48，840 52，007 

6 4，817 17，177 35，320 46，620 

7 4，518 17，055 35，301 38，324 

8 5，140 17，417 35，606 38，637 

9 -1 21，225 31，675 50，068 61，138 66，161 

10 -1 11，475 18，184 33，373 53，066 57，185 

11 9，455 34，879 44，937 66，197 78，627 95，175 

12 -1 13，157 29，223 41， 144 50，387 71，577 76，910 

1 7，013 18，613 28，243 49，185 71，320 76，656 

2 6，490 20，000 32，250 54，374 74，949 76，308 

3 1，680 21，041 36，503 36，256 58，358 71，838 82，655 

年

53 

l 1，6利引451184，7971山村叫64川扇町99

l1，6801山 791 2印 01 3問 61 51，3961九州
大蔵省『財政金融統計月報』国庫収支特集号により作成。

76，971 

52 51 50 49 度

計

越

度

度

〈出所〉

年

年



て
一
般
会
計
の
繰
り
入
れ
を
増
す
の
が
本
筋
で
あ
る
。
資
金
運
用
部
資
金
に
よ
る
五
年
据
置
一

O
年
償
還
と
い
う
、
き
わ
め
て
変
則
的
な

短
期
貸
付
に
依
存
す
る
の
は
問
題
と
い
え
る
。
本
来
、
余
裕
金
の
運
用
形
態
で
あ
る
短
期
運
用
は
、
そ
の
性
格
上
、
流
動
性
を
確
保
し
て

お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
の
条
件
で
あ
る
。
特
別
会
計
に
対
す
る
短
期
貸
付
は
、

「
諸
般
の
情
勢
か
ら
抜
本
的
対
策
が
効
果
を
生
ず
る
ま

で
に
時
間
が
か
か
り
、
し
か
も
こ
れ
を
放
置
す
る
と
き
は
国
の
施
策
上
、
重
大
な
悪
影
響
が
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
極
め
て
偶
発
的
な
事

(
叩
叫
)

情
に
よ
っ
て
一
時
的
な
資
金
不
足
を
生
じ
た
」
場
合
に
許
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
短
期
運
用
で
あ
る
か
ぎ
り
は
流
動
性
確
保
の

条
件
を
満
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
い
わ
ば
「
貸
替
え
」
と
も
い
え
る
方
式
に
よ
っ
て
一
五
年
間
に
わ
た
り
巨
額
の
貸
付
枠
を
設
定
す
る
こ
と

は
、
も
は
や
バ
ッ
フ
ァ

l

(緩
衝
器
)
と
し
て
の
機
能
を
超
え
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

て、
つ
ま
り
、
対
交
付
税
特
別
会
計
へ
の
短
期
貸
付
は
、
従
来
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
等
に
対
す
る
「
一
時
的
な
資
金
繰
り
」
と
は
ち
が
っ

，
財
政
再
建
H

に
苦
脳
す
る
一
般
会
計
の
赤
字
の
一
端
を
実
質
的
に
肩
代
り
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
資
金
運
用
部

は
国
庫
の
長
期
的
な
資
金
繰
り
の
た
め
の
仕
組
と
し
て
「
政
府
の
銀
行
」
と
い
う
性
格
を
つ
よ
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
1
〉
大
蔵
省
『
財
政
金
融
統
計
月
報
』
三
二
七
号
、
三
五
J
一
二
六
頁
。

ハ
2
〉
最
近
に
お
け
る
財
投
計
画
の
「
福
祉
化
」
傾
向
と
そ
の
福
祉
型
財
投
の
は
ら
ん
で
い
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拍
稿
「
財
政
投
融
資
と
福
祉
政

策
」
〈
『
立
教
経
済
学
論
叢
h

第
一
八
号
、
昭
和
五
六
年
一
月
所
収
)
を
参
照
さ
れ
た
い
@

〈
3
)

大
蔵
省
『
財
政
金
融
統
計
月
報
』
三
五
一
号
、
六
頁
@

〈
4
)

前
掲
論
文
、
横
山
信
孝
「
連
載
」
第
六
回
、
一
一
一
七
頁
。

(

5

)

横
山
信
孝
「
資
金
運
用
部
資
金
の
研
究
(
下
〉
」
『
金
融
財
政
事
情
』
昭
和
五
五
年
一

O
月
二

O
目
、
三
二
頁
@

(

6

)

短
期
運
用
は
、
そ
の
性
質
上
、
運
用
お
よ
び
回
収
が
短
期
に
繰
り
返
さ
れ
る
か
ら
、
資
金
の
回
転
が
速
く
、
年
度
中
の
運
用
累
積
額
は
巨
額
に

達
す
る
。
資
金
の
回
転
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
政
府
短
期
証
券
の
償
還
期
聞
が
六
O
日
の
も
の
を
基
準
に
す
る
と
年
間
に
一

O
回
程
度
の
回
転
を

す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
ハ
大
蔵
省
理
財
局
円
資
金
運
用
審
議
会
議
事
録
』
昭
和
四
四
年
度
、
八
九
頁
)
@

邸
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

九



路
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

九

(
7
〉
「
資
金
運
用
部
資
金
の
短
期
運
用
に
関
す
る
決
議
」
ハ
昭
和
二
六
年
四
月
二
回
目
、
第
一
回
資
金
運
用
部
資
金
運
用
審
議
会
)

「
大
蔵
大
臣
は
、
資
金
運
用
部
資
金
に
一
時
余
裕
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
左
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
短
期
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、

年
度
中
の
運
用
の
実
績
は
、
翌
年
度
の
本
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
一
年
以
内
に
期
限
の
到
来
す
る
国
債
の
買
入
、
又
は
一
年
以
内
に
売
も
ど
す
こ
と
が
で
き
る
条
件
が
付
し
て
あ
る
利
付
国
債
の
買
人

口
脇
特
別
会
計
に
対
す
る
貸
付
で
当
該
年
度
内
に
償
還
せ
ら
れ
る
も
の

国
資
金
運
用
部
資
金
法
第
七
条
第
三
一
号
に
規
定
す
る
法
人
(
政
府
関
係
機
関
H
筆
者
〉
に
対
す
る
貸
付
で
、
当
該
年
度
内
に
償
還
せ
ら
れ
る
も
の

帥
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
国
又
は
都
道
府
県
の
補
助
金
悲
し
く
は
平
衡
交
付
金
を
見
返
り
と
す
る
貸
付
で
当
該
年
度
内
に
償
還
せ
ら
れ
る
も
の

締
資
金
運
用
部
資
金
法
第
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
法
人
(
特
別
法
人
目
筆
者
〉
に
対
す
る
貸
付
で
当
該
年
度
内
の
収
入
で
償
還
せ
ら
れ
る
も
の

料
大
蔵
大
臣
が
本
審
議
会
に
諮
問
し
て
決
定
し
た
長
期
の
債
券
又
は
貸
付
金
の
前
貸
と
し
て
行
う
短
期
の
貸
付
」
〈
大
蔵
省
理
財
局
司
資
金
運
用

部
資
金
運
用
審
議
会
議
事
録
』
昭
和
二
六
年
度
、
第
一
回
、
四
七
頁
)

こ
の
短
期
運
用
の
方
式
は
古
く
、
大
正
一
四
年
の
大
蔵
省
預
金
部
の
改
革
の
と
さ
に
「
預
金
部
資
金
ノ
短
期
運
用
ニ
関
ス
ル
預
金
部
資
金
運
用
委

員
会
ノ
決
議
」
(
大
正
一
四
年
五
月
五
日
〉
が
な
さ
れ
、
今
日
に
「
連
続
」
す
る
短
期
運
用
方
式
の
原
裂
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い

た
@

ハ
8
)
前
掲
書
、
福
島
他
編
『
財
政
投
融
資
』
一
六
九

t
一
七

O
頁
@

(
9
〉
大
蔵
省
司
資
金
運
用
部
資
金
運
用
報
告
書
』
、
福
島
他
荷
揚
書
、
一
五
八
l
一
七
一
頁
、
お
よ
び
横
山
前
掲
論
文
「
連
載
」
第
五
回
、
四
一
一

l

昭
三
頁
等
を
参
照
。

(
叩
〉
政
府
短
期
証
券
へ
の
運
用
は
、
国
債
発
行
前
の
昭
和
三
九
年
度
に
は
二
兆
七
四
五
三
億
円
に
上
り
、
周
年
度
の
短
期
運
用
額
三
兆
八
六
五
九
億

円
の
七
一
%
を
占
め
て
い
た
ハ
大
蔵
省
理
財
局
『
資
金
運
用
審
議
会
議
事
録
』
昭
和
四

0
年
度
、
二
八
J
三
一
一
員
〉
。

(
日
)
前
掲
書
、
大
蔵
省
資
料
『
理
財
局
調
査
企
画
資
料
』
昭
和
四
二
年
度
、
六
O
七
J
六
O
八
頁
。

(
ロ
〉
現
行
の
地
方
舟
付
掛
交
付
金
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
に
よ
る
地
方
財
政
平
衡
交
付
金
か
ら
改
変
(
昭
和
二
九
年
〉
さ
れ
た
時
点
で
、
本
質
的
な
変

質
を
遂
げ
て
お
り
、
財
源
保
障
を
中
心
と
し
た
地
方
財
政
調
整
制
度
か
ら
、
平
衡
機
能
の
み
が
特
化
さ
れ
た
制
度
へ
変
化
し
た
。
し
か
も
、
国
税
三

税
の
一
定
率
に
リ
ン
ク
さ
れ
た
こ
と
は
、
一
方
で
の
絶
対
的
財
源
保
障
機
能
の
弱
ま
り
と
、
他
方
で
の
「
租
税
」
と
し
て
の
性
格
の
強
ま
り
を
意
味

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
方
交
付
税
交
付
金
の
「
租
税
的
」
性
格
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
あ
ら
た
め
て
詳
論
し
た
い
。



(
日
)
昭
和
五
O
、
五
一
、
五
二
年
度
の
借
入
金
に
つ
い
て
は
、
五
六
年
度
以
降
に
こ
の
「
五
年
据
置
一

O
年
」
の
償
還
方
法
が
摘
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
(
『
改
正
地
方
財
政
詳
解
』
昭
和
五
六
年
度
、
地
方
財
務
協
会
、
三
三
三
頁
〉
。

(

M

)

『
国
の
予
算
』
昭
和
五
三
年
度
、
二
四
九
頁
。

(
日
)
梅
原
英
治
「
財
政
危
機
下
に
お
け
る
資
金
運
用
部
資
金
の
財
政
投
融
資
計
画
外
運
用
に
つ
い
て
」

和
五
五
年
四
月
、
八
八
頁
@

ハ
日
〉
前
掲
書
、
大
蔵
省
資
料
司
理
財
局
調
査
企
画
資
料
』
昭
和
四
二
年
度
、
六
一
四
頁
。

『
立
命
館
経
済
学
』
第
二
九
巻
第
一
号
、
昭

資
金
運
用
部
資
金
の
問
題
点

昭
和
五

0
年
代
に
お
け
る
資
金
循
環
の
構
造
変
化
の
も
と
で
、
資
金
運
用
部
が
、
そ
の
独
自
の
「
統
合
管
理
」
方
式
に
よ
り
い
か
に
膨

大
な
資
金
を
集
積
し
、
巨
額
の
余
裕
金
を
形
成
し
た
か
、
ま
た
、
資
金
運
用
の
面
で
い
か
な
る
構
造
変
化
を
遂
げ
た
か
と
い
っ
た
点
を
明

ら
か
に
し
て
き
た
。
以
上
の
分
析
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
で
は
、
資
金
運
用
部
が
か
か
え
て
い
る
問
題
点
を
ま
と
め
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
統
合
管
理
の
メ
リ
ッ
ト
」
の
デ
メ
リ
ッ
ト
化
で
あ
る
。

第
一
に
は
、

ま
ず
、
資
金
量
の
大
き
さ
と
安
定
性
と
い
う
点
で

は
、
今
日
で
は
、
む
し
ろ
逼
用
部
に
資
金
が
集
積
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
運
用
部
に
は
昭
和
五
六
年
九
月
末
現

在
、
ス
ト
ッ
ク
で
一

O
六
兆
八
七
五
五
億
円
の
資
金
が
集
積
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
同
年
度
の
一
般
会
計
予
算
(
当
初
)
の
二
・
二
悼
の

規
模
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
総
資
金
量
の
肥
大
化
は
巨
額
の
余
裕
金
を
流
動
化
さ
せ
、
し
か
も
財
政
民
主
主
義
の
お
よ
ば
な
い
「
不
透

明
」
な
姫
期
運
用
も
拡
大
さ
せ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
統
合
管
理
の
原
則
は
、
預
金
部
か
ら
資
金
運
用
部
へ
改
組
さ
れ
た
と
き
に
最
大
の

改
革
点
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ド
ッ
ジ
書
簡
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
論
拠
と
し
て
、
ド
ッ
ジ
は
預
金
者
保
護
の
立

場
か
ら
安
全
性
の
保
証
を
強
調
し
た
が
、
わ
が
国
の
政
府
や
財
界
は
骨
骨
骨
金
一
小
貯
が
舟
を
あ
げ
て
い
バ
~
。
し
か
し
、
部
貯
資
金
は
、
今

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
九
三



郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
九
四

日
預
金
者
の
安
全
性
を
保
証
す
る
に
足
る
十
分
な
資
金
量
に
達
し
て
お
り
、
他
方
、
資
金
循
環
の
構
造
変
化
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
産
業
資

金
不
足
の
時
代
は
終
り
を
つ
げ
た
。
統
合
管
理
に
よ
る
巨
大
な
資
金
量
の
保
有
は
、
そ
の
現
実
的
な
根
拠
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
資
金
配
分
の
総
合
調
整
、
金
融
政
策
と
の
整
合
性
の
あ
る
資
金
運
用
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
巨
額
の
資
金
を
一
手
に

集
中
し
た
大
蔵
省
が
、
多
額
の
国
債
引
受
け
、
対
日
銀
債
券
売
買
、
対
市
中
国
債
売
買
等
、
金
融
市
場
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
介
入
す
る
こ

と
に
な
り
、
い
わ
ば
「
第
二
の
日
銀
」
と
し
て
金
融
政
策
の
二
元
化
の
弊
害
を
も
た
ら
す
可
能
性
が
つ
ょ
い
と
い
勺
?

第
二
に
は
、
財
投
運
用
資
金
の
未
消
化
の
問
題
で
あ
る
。
五
四
、
五
五
年
度
に
は
未
消
化
率
は
か
な
り
低
下
し
た
が
、
こ
れ
は
財
投
追

加
増
が
抑
え
ら
れ
て
そ
の
分
を
国
債
引
受
増
に
ま
わ
し
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
五
五
年
度
に
は
運
用
部
だ
け
で
二
兆
六

O
七

五
億
円
の
未
消
化
が
発
生
し
て
お
り
、
財
投
対
象
機
関
の
細
分
化
や
重
複
と
関
連
し
て
い
ぜ
ん
と
し
て
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
国
債
の
引
受
け
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
国
債
の
発
行
者
と
引
受
手
が
大
蔵
省
と
い
う
同
一
主
体
で
あ
る
た

め
、
シ
団
引
受
け
の
一
般
公
募
と
は
ち
が
っ
て
金
融
市
場
の
制
約
を
直
接
に
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
運
用
部
引
受
け
に
よ

る
国
債
増
発
に
対
し
て
有
効
な
「
歯
止
め
」
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
運
用
部
引
受
け
は
、
形
と
し
て
は
国
民
の
貯
蓄
資
金
に
よ
る

消
化
で
あ
る
た
め
、

マ
ネ

l
サ
プ
ラ
イ
と
い
う
点
で
は
個
人
消
化
と
同
じ
効
果
を
も
つ
が
、
運
用
部
に
よ
る
資
金
保
有
形
態
の
変
更
方
法

い
か
ん
(
保
有
国
債
の
対
日
銀
売
却
等
)
に
よ
っ
て
は
、
イ
ン
フ
レ
的
通
貨
供
給
と
結
び
つ
く
危
険
性
が
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
対
日
銀
売
却
を
避
け
る
た
め
、
対
市
中
売
却
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
民
間
金
融
市
場
と
の
接
触
を
大
き
く
し
、
こ
ん
ど
は
日
銀
の
金

融
政
策
に
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
四
に
は
、
運
用
部
の
短
期
運
用
の
拡
大
に
と
も
な
う
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
五

0
年
代
に
入
っ
て
、
短
期
運
用
は
、

本
来
の
余
裕
金
の
運
用
形
態
で
あ
る
(
流
動
性
の
高
い
)
債
券
運
用
か
ら
貸
付
金
運
用
へ
と
シ
フ
ト
し
、
し
か
も
実
質
的
に
は
長
期
運
用



と
い
え
る
対
交
付
税
特
別
会
計
貸
付
が
肥
大
し
て
い
る
。
短
期
に
運
用
さ
れ
る
運
用
部
資
金
は
、
そ
の
大
部
分
が
年
度
内
に
償
還
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
、
国
会
は
も
と
よ
り
資
金
運
用
審
議
会
の
議
を
経
る
必
要
も
な
く
、
大
蔵
大
臣
の
権
限
で
管
理
・
運
用
さ
れ
る
砂
不
透
明
e

な
性
格
を
も
っ
「
資
金
」
で
あ
る
。
こ
う
い
う
資
金
が
、
短
期
運
用
の
名
の
も
と
で
、

一
般
会
計
の
赤
字
補
填
の
た
め
に
長
期
的
に
使
わ

れ
る
こ
と
は
、

一
種
の
「
粉
飾
」
で
あ
り
、
財
政
民
主
主
義
の
基
盤
を
揺
が
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

第
五
は
、
資
金
運
用
部
資
金
そ
の
も
の
が
抱
え
る
矛
盾
の
拡
大
に
つ
い
て
で
あ
る
。
運
用
部
の
原
資
は
、
最
高
の
預
託
利
子
を
付
さ
れ

て
い
る
七
年
以
上
の
長
期
預
託
金
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
五
五
年
度
末
に
は
そ
の
割
合
は
約
九
七
Mm
に
も
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
原

資
の
中
心
を
な
す
郵
貯
資
金
に
は
、
金
利
の
変
動
に
と
も
な
う
低
利
か
ら
高
利
へ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
預
け
替
え
」
と
よ
ば
れ
る
現
象
が
あ

り
、
こ
れ
は
郵
貯
全
体
の
資
金
コ
ス
ト
を
急
速
に
高
水
準
化
す
る
。
五
五
年
度
の
郵
貯
急
増
時
(
四

t
一
一
足
)
に
は
、
同
時
期
に
集
め

ら
れ
た
約
=
二
兆
円
の
定
額
貯
金
の
う
ち
、
低
利
の
定
額
貯
金
か
ら
の
預
け
替
え
分
が
約
二
二
兆
円
に
上
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

要
因
で
運
用
部
の
資
金
コ
ス
ト
は
、
こ
ん
ご
急
速
に
上
昇
す
る
と
み
ら
れ
る
。
他
方
、
運
用
部
の
資
金
運
用
の
面
で
は
、
財
投
計
画
は
、

よ
り
低
い
金
利
ま
た
は
無
償
の
資
金
を
割
当
て
る
の
が
好
ま
し
い
対
象
領
域
の
拡
大
を
み
て
、
「
福
祉
化
」
傾
向
を
つ
よ
め
て
い
る
。
し
か

も
、
資
金
循
環
の
構
造
変
化
に
対
応
し
た
、
長
期
運
用
か
ら
短
期
運
用
へ
の
シ
フ
ト
は
、
金
利
面
で
は
当
然
な
が
ら
高
利
回
り
か
ら
低
利
回

り
へ
の
シ
フ
ト
を
も
た
ら
し
、
し
た
が
っ
て
短
期
運
用
の
拡
大
は
、
運
用
部
資
金
全
体
の
運
用
利
回
り
の
低
下
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
。

第
一
二
表
に
み
る
よ
う
に
、
資
金
運
用
部
資
金
の
経
常
収
支
は
、
多
額
の
未
消
化
が
発
生
し
短
期
運
用
累
積
額
が
急
増
し
た
、
五
三
、

五
四
の
両
年
度
に
お
い
て
、
資
金
コ
ス
ト
と
運
用
利
回
り
が
逆
ザ
ヤ
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
六
九
億
円
、
二

O
八
億
円
の
赤
字
を
計
上
し

て
い
る
。
現
在
、
こ
の
赤
字
は
資
金
運
用
部
特
別
会
計
の
積
立
金
の
取
り
崩
し
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
積
立
金
も
五
五

年
度
初
め
の
残
高
で
三
四
四
億
円
に
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
早
腕
一
般
会
計
に
よ
る
繰
り
入
れ
が
必
至
と
な
ろ
う
。

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

一
九
五



資金運用部資金コストおよび運用利回り
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第12表

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

年度 李瑞支払LL4JJ計間竺IJf>(.3Z~Ø 
211 0.01 昭和46

761A 0.04 

0.01 

0.01 

0.01 

2691A 0.04 

2081A 0.03 

0.01 

0.01 

21 

301 

38 

53 

24 

255，652116，05616.28 
47 

48 

54 

55(予〉

56(予〕

50 

49 

52 

53 

51 

一
九
六

資
金
運
用
部
特
別
会
計
の
収
支
悪
化
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
資

金
運
用
部
資
金
、
ま
た
そ
れ
を
中
心
と
す
る
財
政
投
融
資
計
画
は
、
昭
和

五

0
年
代
に
お
け
る
資
金
循
環
の
構
造
変
化
の
も
と
で
、
構
造
的
な
危
機

に
陥
っ
て
お
り
、

一
般
会
計
と
の
関
連
に
お
い
て
根
本
的
な
再
検
討
を
迫

大蔵省『財政金融統計月報~ 324号， 336号， 348号より作成。

ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(

1

)

大
蔵
省
財
政
史
室
編
『
昭
和
財
政
史
終
戦
か
ら
講
和
ま
で
!
』
第
一

O
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
五
年
、
八
七
五

l
八
八
一
頁
。

(

2

)

こ
う
い
う
事
例
は
す
で
に
戦
前
に
み
ら
れ
、
日
本
銀
行
調
査
局
の
部
内

資
料
『
特
殊
金
融
機
関
論
』
(
昭
和
二
一
年
四
月
)
に
は
、
大
蔵
省
が
預
金

部
と
い
う
巨
大
金
融
機
関
に
よ
っ
て
「
第
二
中
央
銀
行
」
と
し
て
日
銀
と
措

抗
す
る
金
融
統
制
を
し
た
こ
と
へ
の
呪
岨
が
み
ち
み
ち
て
い
る
と
い
わ
れ
る

(
宮
本
憲
一
「
大
蔵
省
預
金
部
改
草
前
後
」
『
経
済
論
叢
』
第
一
一
一
一
一
巻
第

一
号
、
昭
和
四
九
年
一
月
、
七
八

l
七
九
頁
)
。

(
3
〉
資
金
運
用
部
に
よ
る
国
債
引
受
け
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
横
山
前
掲

論
文
「
連
載
」
第
七
回
、
に
詳
し
い
。

ハ
4
)

こ
れ
と
同
様
の
問
題
点
は
、
戦
前
昭
和
期
に
お
い
て
預
金
部
の
短
期
運

用
が
拡
大
し
た
と
き
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
昭
和
一
二

年
五
月
二
一
日
の
第
六
三
回
預
金
部
資
金
運
用
委
員
会
(
資
金
運
用
審
議
会

の
前
身
)
で
「
短
期
運
用
の
範
囲
を
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
預
金
部
は
金
融

界
に
大
き
な
変
動
を
及
ぼ
し
う
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
大
蔵

大
臣
の
権
限
で
ど
し
ど
し
や
れ
る
こ
と
に
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
、
ー

(出所〉



ー
略
|
|
こ
の
よ
う
に
短
期
運
用
を
拡
大
し
て
委
員
会
の
議
を
経
な
い
運
用
が
大
き
く
な
る
と
、
預
金
部
資
金
逼
用
委
員
会
の
設
置
の
趣
旨
は
没
却

さ
れ
な
い
か
」
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
も
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
(
大
蔵
省
昭
和
財
政
史
編
集
室
編
『
昭
和
財
政
史
』

第
二
一
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
三
七
年
、
三
八
八

t
三
八
九
頁
)
。
い
わ
ば
、
こ
の
問
題
点
は
戦
前
か
ら
持
ち
越
さ
れ
た
古
く
て
新
し
い
問

題
だ
と
い
え
よ
う
。

(

5

)

松
田
修
「
改
革
追
ら
れ
る
財
投
計
画
の
実
態
」

郵
便
貯
金
と
資
金
運
用
部

『
経
済
評
論
』
昭
和
五
六
年
一

O
月
号
、
一
七
八
頁
。

一
九
七




